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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体材料を含む種基板を準備する工程と、
　前記種基板にイオン注入を行うことにより、前記種基板の主面の表面から一定深さにイ
オン注入層を形成する工程と、
　前記種基板の主面上に、気相合成法により、半導体層を成長させる工程と、
　前記半導体層および前記種基板の少なくともいずれかの主面の表面から光を照射するこ
とにより、前記イオン注入層あるいはその近傍に前記光を吸収させて、前記光のエネルギ
ーにより、前記イオン注入層に存在するイオンを気化膨張させて、前記イオン注入層を膨
張圧で押し広げ、前記半導体層および前記種基板の一部を含む半導体基板を分離する工程
とを含む、
　半導体基板の製造方法。
【請求項２】
　前記イオン注入層は、厚さが５０ｎｍ以上１０μｍ以下であり、イオンのドーズ量が１
×１０１４ｃｍ－２以上２×１０１８ｃｍ－２以下の範囲である、請求項１に記載の半導
体基板の製造方法。
【請求項３】
　前記イオン注入は、水素、酸素、窒素、炭素、ヘリウム、ネオンおよびアルゴンからな
る群より選ばれる少なくとも１種の元素を含むイオンを用いて行う、請求項１または請求
項２に記載の半導体基板の製造方法。
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【請求項４】
　前記光はパルス光であり、前記光を照射する前記主面の表面におけるパルス当たりの照
射フルエンスが０．０１Ｊ／ｍｍ２以上１５００Ｊ／ｍｍ２以下である、請求項１～請求
項３のいずれか１項に記載の半導体基板の製造方法。
【請求項５】
　前記光はパルス光であり、前記光を照射する前記主面の表面におけるパルスエネルギー
が０．０５ｍＪ以上１０００ｍＪ以下である、請求項１～請求項４のいずれか１項に記載
の半導体基板の製造方法。
【請求項６】
　前記光はレーザー光であり、前記光を照射する前記主面の表面上を走査する、請求項１
～請求項５のいずれか１項に記載の半導体基板の製造方法。
【請求項７】
　前記半導体基板を分離する工程を液体中で行う、請求項１～請求項６のいずれか１項に
記載の半導体基板の製造方法。
【請求項８】
　前記半導体層は、ダイヤモンド、窒化アルミニウム、窒化ガリウム、炭化シリコン、セ
レン化亜鉛および硫化亜鉛からなる群より選択される少なくとも１種を含む、請求項１～
請求項７のいずれか１項に記載の半導体基板の製造方法。
【請求項９】
　半導体材料を含む種基板を準備する工程と、
　前記種基板にイオン注入を行うことにより、前記種基板の主面の表面から一定深さに、
イオン注入層を形成する工程と、
　前記種基板の主面上に気相合成法により、半導体層を成長させる工程と、
　前記半導体層上に第１の基板を貼り合せる工程と、
　前記第１の基板および前記種基板の少なくともいずれかの主面の表面から光を照射する
ことにより、前記イオン注入層あるいはその近傍に前記光を吸収させて、前記光のエネル
ギーにより、前記イオン注入層に存在するイオンを気化膨張させて、前記イオン注入層を
膨張圧で押し広げ、前記第１の基板、前記半導体層および前記種基板の一部を含む複合半
導体基板を分離する工程とを含む、
　複合半導体基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体基板の製造方法、半導体基板、複合半導体基板の製造方法、複合半導
体基板、および半導体接合基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体基板は、あらゆるエレクトロニクスに内蔵され、幅広く利用されており、特にワ
イドバンドギャップ半導体基板は、省エネに寄与する高効率のデバイス、パワーデバイス
などの半導体基板として、今後期待されている材料である。中でもダイヤモンド基板は、
半導体基板としてだけでなく、各種工具（ドリル、エンドミル、フライス、カッタ、バイ
トなどの切削工具や、ダイス、水やその他流体のジェットノズル、スティッチェルなどの
耐磨工具など）、光学部品（窓、レンズなど）、電子部品の材料（放熱基板など）として
幅広く用いられており、今後さらに重要性が増すものと考えられる。
【０００３】
　ほとんどの半導体は、気相合成法（以下、ＣＶＤ法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　
Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）ともいう）によって、薄膜あるいは板状、バルク状のものを形成
することができる。
【０００４】
　気相合成法では、種結晶である種基板上に半導体層を成長させる。半導体層は、種基板
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とともに利用することができる。また、半導体層を種基板から分離し、半導体層のみを製
品に利用することができる。この場合は、種基板を再利用できるため、製造コストを低減
することができる。
【０００５】
　特許文献１（特開平６－２３４５９５号公報）には、気相合成法により、光透過性の高
い第１のダイヤモンド層と、光透過性の低い第２のダイヤモンド層とを交互に積層し、こ
の積層体にレーザー光を照射して、第２のダイヤモンド層にレーザー光を吸収させ、第１
のダイヤモンド層をダイヤモンド薄板として分離する方法が開示されている。
【０００６】
　特許文献２（特開２００７－１１２６３７号公報）には、気相合成法により、基板上に
光透過性の低い第１のダイヤモンド層および光透過性の高い第２のダイヤモンド層を成長
させて積層体を得て、前記積層体の上面または下面側からレーザー光を照射して第１のダ
イヤモンド層を変質させ、前記変質した第１のダイヤモンド層を加熱処理、電気化学的エ
ッチングまたは酸エッチング等の処理によって剥離させて、第２のダイヤモンド層を分離
する方法が開示されている。
【０００７】
　特許文献３（米国特許第５５８７２１０明細書）には、ダイヤモンド基板にイオン注入
を行い、基板の内部に非ダイヤモンド炭素からなるダメージ層を形成した後、前記基板上
に気相合成法によりダイヤモンドを成長させ、その後ダメージ層を電気化学的エッチング
して、成長したダイヤモンドを基板から分離する方法が開示されている。
【０００８】
　また、製造コストを下げるためには、種基板を薄くスライスして用いることも有効であ
る。
【０００９】
　特許文献４（特開２０１１－６０８６０号公報）には、基板表面にレーザー光を照射す
ることにより基板内部に改質層を形成した後、前記改質層をエッチングして、基板をスラ
イスする方法が開示されている。
【００１０】
　特許文献５（特開２０１２－１６９３６３号公報）には、基板表面にレーザー光を照射
することにより基板内部に改質層を形成した後、前記基板を改質層または改質層近傍にお
いて割断する基板の加工方法が開示されている。
【００１１】
　特許文献６（特開２０１１－６０８６２号公報）には、基板表面にレーザー光を照射す
ることにより基板内部に改質層を形成した後、前記改質層に溝を形成して前記溝を基点に
基板を剥離する基板のスライス方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開平６－２３４５９５号公報
【特許文献２】特開２００７－１１２６３７号公報
【特許文献３】米国特許第５５８７２１０明細書
【特許文献４】特開２０１１－６０８６０号公報
【特許文献５】特開２０１２－１６９３６３号公報
【特許文献６】特開２０１１－６０８６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　特許文献１の方法は、レーザー光を吸収する第２のダイヤモンド層をレーザー光により
十分開裂するために、材料中最も硬いダイヤモンドの結合を切る必要がある。このような
開裂のためにはレーザー光強度を十分強く保つ必要がある。この時、本来レーザー光を透
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過すべき第１のダイヤモンド層の表面において、表面のごみや凹凸の影響で、部分的にレ
ーザー光強度が加工しきい値を超えて、第１のダイヤモンド層も加工される場合がある。
また、第２のダイヤモンド層が急激に開裂するため、その開裂の勢いで第１のダイヤモン
ド層にも開裂の境界が及ぶこともあり、分離した表面が粗くなるという問題がある。また
、加工時の衝撃でダイヤモンド全体が割れる場合もある。
【００１４】
　特許文献２～４では、エッチングされる層（以下、ダメージ層ともいう）の厚みが非常
に薄いため、エッチング液のダメージ層の内部への浸透速度が非常に遅い。したがって、
基板のサイズが大きくなると、ダイヤモンドの分離速度が非常に遅くなり、製造コストが
上昇してしまうという問題がある。液がダメージ層の内部に浸透しなくなって、分離が不
可能となる場合もある。
【００１５】
　特許文献５および６では、改質層に物理的な力を加えて基板を剥離するため、得られた
基板の表面が粗くなりやすいという問題がある。また、基板の厚さがサイズに対して十分
厚くない場合などは、基板が割れてしまうという問題がある。
【００１６】
　そこで、本発明の第１の目的は、短時間で半導体層を種基板の一部から分離でき、さら
に、種基板が薄くても、または、種基板のサイズが大きくなっても分離でき、分離表面が
平坦となる半導体基板の製造方法、前記半導体基板の製造方法から得られる半導体基板、
ならびに前記半導体基板を分離できる半導体接合基板を提供することである。
【００１７】
　本発明の第２の目的は、短時間で、種基板を薄くスライスすることができ、スライス面
が平坦となる複合半導体基板の製造方法、ならびに前記複合半導体基板の製造方法から得
られる複合半導体基板を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の一態様に係る半導体基板の製造方法は、半導体材料を含む種基板を準備する工
程と、前記種基板にイオン注入を行うことにより、前記種基板の主面の表面から一定深さ
に、イオン注入層（注入したイオンが留まる層）を形成する工程と、前記種基板の主面上
に気相合成法により、半導体層を成長させる工程と、前記半導体層および前記種基板の少
なくともいずれかの主面の表面から光を照射することにより、前記半導体層および前記種
基板の一部を含む半導体基板を分離する工程とを含む、半導体基板の製造方法である。
【００１９】
　本方法は、光（レーザー光など）によって半導体元素の結合状態を直接切るというもの
ではなく、あるいは光によって半導体中に改質層や変質層を形成しておくというものでも
なく、イオン注入によって半導体中の元素の結合を緩めておき、レーザーは注入で内部に
留まったイオン（原子あるいは分子）に直接的あるいは間接的にエネルギーを与え、注入
したイオン（原子あるいは分子）の膨張エネルギーによって、半導体の結合を切るもので
ある。イオン注入では、一つ一つの原子のエネルギーが高いにもかかわらず、原子一つは
小さいので、エネルギー全体からすると小さいものであることに効果がある。すなわち、
原子１個のエネルギーはダイヤモンドの結合を緩めたり、あるいは切るのに十分であるが
、ダイヤモンド全体を割ってしまうエネルギーから比べるとはるかに小さいという効果を
生じる。そのような状況で、イオン注入で内部に留まった原子に、光でエネルギーを与え
て蒸発、膨張させ、あるいは単に膨張させて、弱くなった部分（注入界面）のみを切ると
いうのが本発明の原理である。従来の光のみで切っていた方法よりも、はるかに小さい光
のエネルギーで基板と成長した半導体を分離するという目的を達するものである。光によ
って半導体元素の結合状態を直接切るという方法では、集光したレーザーの１点で半導体
結晶中に等方的に力が加わり、分離したい方向だけでなく、基板を割る方向にも力が加わ
り、基板が割れてしまう恐れがある。しかしながら、予め注入によってイオンが留まる部
分を面状に形成すると、弱い部分が面状になり、光を１点に集光しても、切り取り線があ
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るがごとく、割れる方向は等方的ではなく、イオン注入面を垂直に引き裂く方向に作用す
る。１点に光を集光しても走査すれば、きれいに分離できる。
【００２０】
　本発明の一態様に係る半導体基板は、上記の半導体基板の製造方法により得られる半導
体基板である。
【００２１】
　本発明の一態様に係る半導体基板は、気相合成法により形成された半導体層を含む半導
体基板であって、前記半導体基板は第１の主面および第２の主面を含み、前記第１の主面
は、前記半導体基板を構成する主元素とは種類または結合状態が異なる第１元素を含み、
前記第１元素は、水素、酸素、窒素、炭素、ヘリウム、ネオンおよびアルゴンからなる群
より選ばれる少なくとも１種の元素を含み、前記第１の主面の表面粗さは、１０μｍ未満
である、半導体基板である。ここで、半導体基板を構成する主元素とは、半導体基板の半
導体格子を構成する元素であって、原子比率で１ａｔｍ％以上含有されている元素を意味
する。ここで異なる結合状態とは次のようなものを意味する。炭素の場合、ｓｐ３結合と
ｓｐ２結合は異なる結合状態であり、金属が窒素と結合している場合は、酸素と結合して
いる状態や金属結合をしている状態は異なる結合状態である。ここで、表面粗さとは、Ｊ
ＩＳ　Ｂ　０６０１－２０１３で規定するＲａのことであり、表面凹凸の算術平均の値で
ある。以下においても同様である。第１元素は、第１の主面において、例えば、複数の略
円形の模様をなすように存在する。
【００２２】
　本発明の一態様に係る複合半導体基板の製造方法は、半導体材料を含む種基板を準備す
る工程と、前記種基板にイオン注入を行うことにより、前記種基板の主面の表面から一定
深さに、イオン注入層を形成する工程と、前記種基板の主面上に気相合成法により、半導
体層を成長させる工程と、前記半導体層上に第１の基板を貼り合せる工程と、前記第１の
基板および前記種基板の少なくともいずれかの主面の表面から光を照射することにより、
前記第１の基板、前記半導体層および前記種基板の一部を含む複合半導体基板を分離する
工程とを含む、複合半導体基板の製造方法である。
【００２３】
　本発明の一態様に係る複合半導体基板の製造方法は、半導体材料を含む種基板を準備す
る工程と、前記種基板にイオン注入を行うことにより、前記種基板の主面の表面から一定
深さに、イオン注入層を形成する工程と、前記種基板の主面上に第１の基板を貼り合せる
工程と、前記第１の基板および前記種基板の少なくともいずれかの主面の表面から光を照
射することにより、前記第１の基板および前記種基板の一部を含む複合半導体基板を分離
する工程とを含む、複合半導体基板の製造方法である。
【００２４】
　本発明の一態様に係る複合半導体基板は、上記の複合半導体基板の製造方法により得ら
れる複合半導体基板である。
【００２５】
　本発明の一態様に係る複合半導体基板は、第１の基板と、前記第１の基板の主面上に積
層された半導体層とを含む複合半導体基板であって、前記複合半導体基板は、前記半導体
層側の主面が、前記半導体層を構成する主元素とは種類または結合状態が異なる第１元素
を含み、前記第１元素は、水素、酸素、窒素、炭素、ヘリウム、ネオンおよびアルゴンか
らなる群より選ばれる少なくとも１種の元素を含み、前記複合半導体基板は、前記半導体
層側の主面の表面粗さが、１０μｍ未満であり、前記半導体層は、厚みが０．１μｍ以上
５０μｍ以下である、複合半導体基板である。ここで、半導体層を構成する主元素とは、
半導体層の半導体格子を構成する元素であって、原子比率で１ａｔｍ％以上含有されてい
る元素を意味する。ここで異なる結合状態とは次のようなものを意味する。炭素の場合、
ｓｐ３結合とｓｐ２結合は異なる結合状態であり、金属が窒素と結合している場合は、酸
素と結合している状態や金属結合をしている状態は異なる結合状態である。
【００２６】
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　本発明の一態様に係る半導体接合基板は、半導体材料を含む種基板と、前記種基板の主
面上に配置された半導体層とを含み、前記種基板は、前記半導体材料を構成する主元素と
は種類または結合状態が異なる第１元素を含むイオン注入層を有し、前記第１元素は、水
素、酸素、窒素、炭素、ヘリウム、ネオンおよびアルゴンからなる群より選ばれる少なく
とも１種の元素を含む、半導体接合基板である。ここで、半導体材料を構成する主元素と
は、半導体材料の半導体格子を構成する元素であって、原子比率で１ａｔｍ％以上含有さ
れている元素を意味する。ここで異なる結合状態とは次のようなものを意味する。炭素の
場合、ｓｐ３結合とｓｐ２結合は異なる結合状態であり、金属が窒素と結合している場合
は、酸素と結合している状態や金属結合をしている状態は異なる結合状態である。
【発明の効果】
【００２７】
　上記態様によれば、短時間で半導体層を種基板の一部から分離でき、さらに、種基板が
薄くても、または、種基板のサイズが大きくなっても分離でき、分離表面が平坦となる半
導体基板の製造方法、ならびに前記半導体基板の製造方法から得られる半導体基板を提供
することができる。さらに、熱的な制約や、電気的な制約もないので、室温で分離できる
などの分離する時の自由度も高く、幅広い応用が可能である。例えば、ＡｕＳｎ系やＳｎ
系やＩｎ系などで、はんだ付けした後に分離することができるなどの応用がある。
【００２８】
　上記態様によれば、短時間で、種基板を薄くスライスすることができ、スライス面が平
坦となる複合半導体基板の製造方法、ならびに前記複合半導体基板の製造方法から得られ
る複合半導体基板を提供することができる。これは、通常のレーザーによる半導体の原子
結合を切る原理を使った分離方法であると、割れを防いで結合を切るために極端に小さい
エリアにエネルギーを集中させる必要がある。しかしながら、本発明では、大きいエリア
への照射での割れを気にせず、結合を切ることができる。１回の照射のエリアが大きいと
、走査する光（レーザー光など）を照射する時間を短縮できる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１（Ａ）～図１（Ｅ）は、本発明の一態様に係る半導体基板の製造方法を模式
的に示す図である。
【図２】図２は、本発明の一態様に係る半導体基板の製造方法を示すフローチャートであ
る。
【図３】図３（Ａ）～図３（Ｆ）は、本発明の一態様に係る複合半導体基板の製造方法を
模式的に示す図である。
【図４】図４は、本発明の一態様に係る複合半導体基板の製造方法を示すフローチャート
である。
【図５】図５（Ａ）～図５（Ｅ）は、本発明の一態様に係る複合半導体基板の製造方法を
模式的に示す図である。
【図６】図６は、本発明の一態様に係る半導体基板の製造方法を示すフローチャートであ
る。
【図７】図７（Ａ）～図７（Ｄ）は、本発明の一態様に係る半導体基板の製造方法を模式
的に示す図である。
【図８】図８は、本発明の一態様に係る半導体基板の製造方法を示すフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　［本発明の実施形態の説明］
　最初に本発明の実施態様を列記して説明する。
【００３１】
　本発明の一態様に係る半導体基板の製造方法は、（１）半導体材料を含む種基板を準備
する工程と、前記種基板にイオン注入を行うことにより、前記種基板の主面の表面から一
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定深さにイオン注入層（注入されたイオンが留まる層）を形成する工程と、前記種基板の
主面の表面から光を照射することにより、前記種基板の一部を含む半導体基板を分離する
工程とを含む、半導体基板の製造方法、または、（２）半導体材料を含む種基板を準備す
る工程と、前記種基板にイオン注入を行うことにより、前記種基板の主面の表面から一定
深さに、イオン注入層（注入されたイオンが留まる層）を形成する工程と、前記種基板の
主面上に気相合成法により、半導体層を成長させる工程と、前記半導体層および前記種基
板の少なくともいずれかの主面の表面から光を照射することにより、前記半導体層および
前記種基板の一部を含む半導体基板を分離する工程とを含む、半導体基板の製造方法であ
る。
【００３２】
　上記イオン注入層は必ずしも光吸収の大きい層にならなくともよい。ダイヤモンドなど
の炭素を含む半導体の場合は特定のイオンを特定の濃度以上でイオン注入をすると、炭素
の結合が切れて、炭素のｓｐ２結合が増え、黒くなり光の吸収層を形成することがあるが
、特定の濃度未満でイオン注入したり、特定のイオン（主に水素イオン）を注入しても、
炭素の結合を終端する能力があると、光の吸収係数が大きくならないことも多い。ダイヤ
モンド以外の半導体では、炭素のｓｐ２結合が生じない場合は、特定の濃度以上でも光の
吸収係数がほとんど増加しない場合もある。しかし、光の吸収係数が大きくならずとも、
基板を形作っている元素の結合を切ったり、緩めたりしているので、レーザー照射で、周
りの格子にエネルギーを与えたり、直接注入イオンにエネルギーを与えたりすると、最終
的に膨張するイオンや分子にエネルギーを与え、気化、膨張させて、十分、基板を分離す
る強度が得られる。
【００３３】
　上記態様によれば、短時間で半導体基板を種基板の一部から分離することができる。さ
らに、種基板が薄くても、または、種基板のサイズが大きくなっても、半導体基板を種基
板の一部から分離することができる。また、分離表面が平坦な半導体基板を得ることがで
きる。
【００３４】
　上記態様では、種基板の中に、イオン注入により、種基板よりも結晶性の低いイオン注
入層を形成する。すなわち、種基板中に、結合力の弱いイオン注入層をあらかじめ形成し
ておく。これにより、種基板の主面、または半導体層および種基板の少なくともいずれか
の主面の表面から照射された光は、イオン注入層またはその近傍へ吸収される。吸収され
た光のエネルギーは、イオン注入層に存在するイオン（原子あるいは分子）をガス化して
膨張させて、結合の弱くなったイオン注入層の部分を押し広げ、種基板の一部を含む半導
体基板、または半導体層および種基板の一部を含む半導体基板を分離させる。すなわち、
上記態様の半導体基板の製造方法は、光（レーザー光を含む）の照射による種基板を形成
する半導体の直接的な変質や開裂といった作用を用いずに、半導体基板を分離することが
できる。したがって、光の照射によって種基板を形成する半導体を直接的に開裂する方法
と比べると、より低パワーで、かつ、より大きな領域（ビームサイズ）で照射できるので
、短時間で半導体基板を分離することができる。
【００３５】
　上記態様によれば、強固な半導体元素の結合を直接切る方法ではなく、照射光を、イオ
ン注入層あるいはその近傍に照射し、そのエネルギーを注入層あるいはその近傍に作用さ
せ、注入層に存在する注入元素を気化し、ガス圧で、イオン注入層の上下面を押し広げて
、非常に低パワーで、半導体基板を種基板の大部分から分離できる。
【００３６】
　上記態様によれば、半導体基板の分離は室温で行うことができる。すなわち、注入した
元素をガス化させるために必要な温度が、半導体を溶融する温度以上であっても、照射光
のエネルギーは局所的な注入元素に作用し、所望のガス圧を発生させるだけであり、半導
体基板全体を高温に晒す必要はない。このため、種基板や半導体層を構成する半導体は、
熱による溶融、変質、表面原子の脱離や再構成、ドーピング原子の拡散などの影響をほと
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んど受けない。照射光のエネルギーは、イオン注入によって欠陥を導入した面（イオン注
入層、つまり注入されたイオンが留まる層）に作用するが、欠陥の導入していない結晶部
分には作用しないため、イオン注入層以外の場所では、ほとんどクラックなどは発生しな
い。そして、イオン注入層では、ミシン目の切り取り線を外してゆくように容易に剥離が
進行する。
【００３７】
　半導体基板の分離は、所望の温度に上げて行うこともできる。この場合は、これまでの
分離技術に比べると、温度的制約、イオンの注入量の制約、時間的制約、装置の制約など
を格段に広い条件の中から選択し、設定することができる。
【００３８】
　上記態様によれば、照射光は、種基板がイオン注入された際に導入された元素や、イオ
ン注入層あるいはその近傍へ作用すればよい。したがって、従来の半導体原子結合を直接
開裂する際に用いられた光よりも、より低パワーの照射光を用いることができる。
【００３９】
　（３）前記イオン注入層は、厚さが５０ｎｍ以上１０μｍ以下であり、イオンのドーズ
量が１×１０１４ｃｍ－２以上２×１０１８ｃｍ－２以下の範囲であることが好ましい。
これによると、半導体基板を種基板の一部から分離する時間を短縮することができる。
【００４０】
　（４）前記イオン注入は、水素、酸素、窒素、炭素、ヘリウム、ネオンおよびアルゴン
からなる群より選ばれる少なくとも１種の元素を含むイオンを用いて行うことが好ましい
。これらのイオンは光のエネルギーを間接的にまたは直接的に吸収するとガス化しやすい
。したがって、光の照射エネルギーを効率的に用いることができるため、半導体基板を種
基板の一部から分離する時間を短縮することができる。また、水素分子、酸素分子、窒素
分子からなる群より選ばれる少なくとも１種の分子を含むイオンを用いて行うことが好ま
しい。これらの分子イオンは光のエネルギーを間接的にまたは直接的に吸収すると原子単
体よりガス化しやすい。従って、より光の照射エネルギーを効率的に用いることができる
ため、半導体基板を種基板の一部から分離する時間をより短縮することができる。
【００４１】
　（５）前記光はパルス光であり、前記光を照射する前記主面の表面におけるパルス当た
りの照射フルエンスが０．０１Ｊ／ｍｍ２以上１５００Ｊ／ｍｍ２以下であることが好ま
しい。これによると、光が半導体層および種基板の主面の表面を破壊せず、また、種基板
および半導体層の内部にクラックを発生させることなく、イオン注入層のみを破壊するこ
とができる。
【００４２】
　（６）前記光はパルス光であり、前記光を照射する前記主面の表面におけるパルスエネ
ルギーが０．０５ｍＪ以上１０００ｍＪ以下であることが好ましい。これによると、光を
照射する主面の表面が光により破壊せず、また、種基板、および半導体層を有する場合に
は半導体層の内部にクラックを発生させることなく、イオン注入層のみを破壊することが
できる。
【００４３】
　（７）前記光はレーザー光であり、前記光を照射する前記主面の表面上を走査すること
が好ましい。レーザー光を用いると、１パルスで強力な光を発生でき、１パルスの強度や
パルス幅などを容易に制御することができる。また、集光したり、広げたりすることも容
易で、パワー密度を調整できる。さらに、レーザー光は波長を選択でき、結晶性のよい半
導体が吸収し難く、結晶性の悪いイオン注入層や欠陥が吸収しやすい波長を選択すること
も可能となる。
【００４４】
　（８）前記半導体基板を分離する工程は、液体中で行うことが好ましい。これによると
、光照射による種基板、および半導体層を有する場合には半導体層への衝撃を低減できる
ため、種基板または半導体層でのクラックや割れの発生を抑制することができる。
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【００４５】
　（９）前記半導体層は、ダイヤモンド、窒化アルミニウム、窒化ガリウム、炭化シリコ
ン、セレン化亜鉛および硫化亜鉛からなる群より選択される少なくとも１種を含むことが
好ましい。これらの半導体を含む半導体層は、半導体デバイスの材料として好適に用いる
ことができる。これらの半導体材料は多結晶であっても構わないし、光学用途に用いられ
るものであっても構わない。
【００４６】
　（１０）本発明の一態様に係る半導体基板は、上述の（１）～（９）に記載の半導体基
板の製造方法によって得られた半導体である。該半導体基板は、種基板の一部からの分離
時間が短縮されているため、製造コストが低減されている。
【００４７】
　（１１）本発明の一態様に係る半導体基板は、気相合成法により形成された半導体層を
含む半導体基板であって、前記半導体基板は第１の主面および第２の主面を含み、前記第
１の主面は、前記半導体基板を構成する主元素とは種類または結合状態が異なる第１元素
を含み、前記第１元素は、水素、酸素、窒素、炭素、ヘリウム、ネオンおよびアルゴンか
らなる群より選ばれる少なくとも１種の元素を含み、前記第１の主面の表面粗さは、１０
μｍ未満である。該半導体基板は、表面が平坦であり、各種用途への加工が容易である。
ここで、半導体基板を構成する主元素とは、半導体基板の半導体格子を構成する元素であ
って、原子比率で１ａｔｍ％以上含有されている元素を意味する。ここで異なる結合状態
とは次のようなものを意味する。炭素の場合、ｓｐ３結合とｓｐ２結合は異なる結合状態
であり、金属が窒素と結合している場合は、酸素と結合している状態や金属結合をしてい
る状態は異なる結合状態である。半導体基板の半導体格子を構成する元素は、半導体格子
を構成する他の元素と結合している。第１の主面において、半導体基板の半導体格子を構
成する元素が、半導体格子における結合状態とは異なる結合状態で存在する場合として、
半導体格子を構成する他の元素と結合していない場合、半導体格子を構成する元素とは異
なる元素と結合している場合などが挙げられる。元素の種類は、２次イオン質量分析法（
ＳＩＭＳ）、Ｘ線光電子分光分析法（ＸＰＳ）、オージェ電子分光法（ＡＥＳ）、エネル
ギー分散型Ｘ線分光法（ＥＤＸ）、電子線マイクロ分析法（ＥＰＭＡ）などで分析するこ
とができる。元素や結合状態は、Ｘ線光電子分光分析法（ＸＰＳ）、オージェ電子分光法
（ＡＥＳ）などで分析することができる。元素の結合状態は、Ｘ線光電子分光分析法（Ｘ
ＰＳ）、オージェ電子分光法（ＡＥＳ）などで分析することができる。
【００４８】
　（１２）前記第１元素は、前記第１の主面において、複数の略円形の模様をなすように
存在する場合がある。このような場合として、前記第１元素が、前記第１の主面において
、複数の略円形の窪みを形成するように存在することにより、前記した略円形の模様をな
す場合も含まれる。元素が形成している模様は、Ｘ線光電子分光分析法（ＸＰＳ）、オー
ジェ電子分光法（ＡＥＳ）などでマッピング分析することができる。
【００４９】
　（１３）本発明の一態様に係る複合半導体基板の製造方法は、半導体材料を含む種基板
を準備する工程と、前記種基板にイオン注入を行うことにより、前記種基板の主面の表面
から一定深さに、イオン注入層を形成する工程と、前記種基板の主面上に気相合成法によ
り、半導体層を成長させる工程と、前記半導体層上に第１の基板を貼り合せる工程と、前
記第１の基板および前記種基板の少なくともいずれかの主面の表面から光を照射すること
により、前記第１の基板、前記半導体層および前記種基板の一部を含む複合半導体基板を
分離する工程とを含む、複合半導体基板の製造方法である。
【００５０】
　上記態様によれば、短時間で、種基板を薄くスライスすることができる。さらに、種基
板が薄くても、または、種基板のサイズが大きくなっても、種基板を薄くスライスするこ
とができる。また、スライス面が平坦な複合半導体基板を得ることができる。
【００５１】
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　（１４）本発明の一態様に係る複合半導体基板の製造方法は、半導体材料を含む種基板
を準備する工程と、前記種基板にイオン注入を行うことにより、前記種基板の主面の表面
から一定深さに、イオン注入層を形成する工程と、前記種基板の主面上に第１の基板を貼
り合せる工程と、前記第１の基板および前記種基板の少なくともいずれかの主面の表面か
ら光を照射することにより、前記第１の基板および前記種基板の一部を含む複合半導体基
板を分離する工程とを含む、複合半導体基板の製造方法である。
【００５２】
　上記態様によれば、短時間で、種基板を薄くスライスすることができる。さらに、種基
板が薄くても、または、種基板のサイズが大きくなっても、種基板を薄くスライスするこ
とができる。また、スライス面が平坦な複合半導体基板を得ることができる。
【００５３】
　（１５）本発明の一態様に係る複合半導体基板は、上記（１３）または（１４）に記載
の複合半導体基板の製造方法により得られる複合半導体基板である。該複合半導体基板は
、種基板の一部からの分離時間が短縮されているため、製造コストが低減されている。
【００５４】
　（１６）本発明の一態様に係る複合半導体基板は、第１の基板と、前記第１の基板の主
面上に積層された半導体層とを含む複合半導体基板であって、前記複合半導体基板は、前
記半導体層側の主面が、前記半導体層を構成する主元素とは種類または結合状態が異なる
第１元素を含み、前記第１元素は、水素、酸素、窒素、炭素、ヘリウム、ネオンおよびア
ルゴンからなる群より選ばれる少なくとも１種の元素を含み、前記複合半導体基板は、前
記半導体層側の主面の表面粗さが、１０μｍ未満であり、前記半導体層は、厚みが０．１
μｍ以上５０μｍ以下である。該複合体半導体基板は、表面が平坦であり、各種用途への
加工が容易である。ここで、半導体層を構成する主元素とは、半導体層の半導体格子を構
成する元素であって、原子比率で１ａｔｍ％以上含有されている元素を意味する。ここで
異なる結合状態とは次のようなものを意味する。炭素の場合、ｓｐ３結合とｓｐ２結合は
異なる結合状態であり、金属が窒素と結合している場合は、酸素と結合している状態や金
属結合をしている状態は異なる結合状態である。半導体層の半導体格子を構成する元素は
、半導体格子を構成する他の元素と結合している。第１の主面において、半導体層の半導
体格子を構成する元素が、半導体格子における結合状態とは異なる結合状態で存在する場
合として、半導体格子を構成する他の元素と結合していない場合、半導体格子を構成する
元素とは異なる元素と結合している場合などが挙げられる。元素の種類は、２次イオン質
量分析法（ＳＩＭＳ）、Ｘ線光電子分光分析法（ＸＰＳ）、オージェ電子分光法（ＡＥＳ
）、エネルギー分散型Ｘ線分光法（ＥＤＸ）、電子線マイクロ分析法（ＥＰＭＡ）などで
分析することができる。元素の結合状態は、Ｘ線光電子分光分析法（ＸＰＳ）、オージェ
電子分光法（ＡＥＳ）などで分析することができる。
【００５５】
　（１７）前記第１元素は、前記半導体層側の主面において、複数の略円形の模様をなす
ように存在する場合がある。元素が形成している模様は、Ｘ線光電子分光分析法（ＸＰＳ
）、オージェ電子分光法（ＡＥＳ）などでマッピング分析することができる。
【００５６】
　（１８）本発明の一態様に係る半導体接合基板は、半導体材料を含む種基板と、前記種
基板の主面上に配置された半導体層とを含み、前記種基板は、前記半導体材料を構成する
主元素とは種類または結合状態が異なる第１元素を含むイオン注入層を有し、前記第１元
素は、水素、酸素、窒素、炭素、ヘリウム、ネオンおよびアルゴンからなる群より選ばれ
る少なくとも１種の元素を含む。ここで、半導体材料を構成する主元素とは、半導体材料
の半導体格子を構成する元素であって、原子比率で１ａｔｍ％以上含有されている元素を
意味する。ここで異なる結合状態とは次のようなものを意味する。炭素の場合、ｓｐ３結
合とｓｐ２結合は異なる結合状態であり、金属が窒素と結合している場合は、酸素と結合
している状態や金属結合をしている状態は異なる結合状態である。半導体材料の半導体格
子を構成する元素は、半導体格子を構成する他の元素と結合している。イオン注入層にお
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いて、半導体材料の半導体格子を構成する元素が、半導体格子における結合状態とは異な
る結合状態で存在する場合として、半導体格子を構成する他の元素と結合していない場合
、半導体格子を構成する元素とは異なる元素と結合している場合などが挙げられる。元素
の種類は、２次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ）、Ｘ線光電子分光分析法（ＸＰＳ）、オー
ジェ電子分光法（ＡＥＳ）、エネルギー分散型Ｘ線分光法（ＥＤＸ）、電子線マイクロ分
析法（ＥＰＭＡ）などで分析することができる。元素の結合状態は、Ｘ線光電子分光分析
法（ＸＰＳ）、オージェ電子分光法（ＡＥＳ）などで分析することができる。
【００５７】
　［本発明の実施形態の詳細］
　本発明の実施形態に係る半導体基板の製造方法および半導体基板の具体例を、以下に図
面を参照しつつ説明する。なお、本発明はこれらの例示に限定されるものではなく、特許
請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更
が含まれることが意図される。
【００５８】
　［実施の形態１］
　＜半導体基板の製造方法＞
　図１（Ａ）～図１（Ｅ）は、本発明の実施形態に係る半導体基板の製造方法を模式的に
示す図である。図２は、本発明の実施形態に係る半導体基板の製造方法を示すフローチャ
ートである。
【００５９】
　本発明の実施形態に係る半導体基板の製造方法は、半導体材料を含む種基板を準備する
工程（図１（Ａ）および図２の基板準備工程（Ｓ１）で示される。）と、前記種基板にイ
オン注入を行うことにより、前記種基板の主面の表面から一定深さに、イオン注入層を形
成する工程（図１（Ｂ）および図２のイオン注入層形成工程（Ｓ２）で示される。）と、
前記種基板の主面上に気相合成法により、半導体層を成長させる工程（図１（Ｃ）および
図２の半導体層成長工程（Ｓ３）で示される。）と、前記半導体層および前記種基板の少
なくともいずれかの主面の表面から光を照射することにより、前記半導体層および前記種
基板の一部を含む半導体基板を分離する工程（図１（Ｄ－１）、（Ｄ－２）、（Ｅ）およ
び図２の半導体分離工程（Ｓ４）で示される。）とを含む。
【００６０】
　（種基板を準備する工程）
　はじめに、図１（Ａ）を参照して、半導体材料を含む種基板１を準備する。
【００６１】
　種基板１は、単結晶半導体基板であっても多結晶半導体基板であってもよい。一般に、
単結晶素材の方が高価であり、本発明の実施形態の効果をより大きく発揮させるという観
点から、単結晶半導体基板が好ましい。なお、半導体デバイスでは単結晶であることが多
い。
【００６２】
　種基板１に含まれる半導体材料としては、ダイヤモンド、窒化アルミニウム、酸化アル
ミニウム、酸化マグネシウム、窒化ガリウム、酸化ガリウム、炭化シリコン、セレン化亜
鉛、硫化亜鉛などのワイドバンドギャップ半導体、あるいはガリウムヒ素、インジウムリ
ン、シリコンなどの半導体を用いることができる。これらの半導体材料は、各種半導体デ
バイスに好適に用いることができる。
【００６３】
　種基板１は高い結晶性を有することが好ましい。種基板１が高い結晶性を有することに
より、種基板１上に形成される半導体層３も高い結晶性を有することができる。種基板１
は、高い結晶性の半導体を合成できる方法であることが好ましい。ダイヤモンドであれば
、高温高圧合成法によって製造された単結晶であることが好ましい。炭化シリコンであれ
ば、昇華法であることが好ましい。シリコンであれば、引き上げ法であることが好ましい
。窒化アルミニウムは昇華法、酸化アルミニウムはフラックス法あるいは引き上げ法、酸
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化マグネシウムはフラックス法、窒化ガリウムは気相成長法あるいはフラックス法、酸化
ガリウムは融液成長法、セレン化亜鉛は昇華法あるいはヨウ素を輸送剤とした化学輸送法
、硫化亜鉛は昇華法、ガリウムヒ素やインジウムリンは縦型ブリッジマン法であることが
好ましい。ただし、気相合成法によって製造された単結晶半導体であっても構わない。ま
た、本発明の実施形態に係る半導体基板の製造方法から得られる半導体基板を加工したも
のであってもよい。
【００６４】
　半導体層３の厚み（図１（Ｃ）中、上下方向）を効率よく厚く形成するためには、種基
板１の主面は特定の面方位であることが好ましい。例えば、シリコンやダイヤモンドでは
、（００１）面であることが好ましい。炭化シリコンや窒化ガリウムでは、ｃ面であるこ
とが好ましい。セレン化亜鉛や硫化亜鉛では、（１１１）面であることが好ましい。半導
体層３の結晶の均質性をより高めるためには、種基板１の主面は、特定の面方位に対する
オフ角が０°以上１５°以下であることが好ましく、１．５°以上１０°以下であること
がより好ましい。
【００６５】
　種基板１の厚さは、１０μｍ以上１０００μｍ以下が好ましく、１００μｍ以上８００
μｍ以下がさらに好ましい。ここで、種基板１の厚さとは種基板１主面の中心近傍で測定
した厚さとする。
【００６６】
　図１では、種基板１は、一種類の基板から形成されているが、後のプロセスに支障がな
ければ、種基板１は、非半導体基板上に種結晶を含む半導体層が接合された（貼り合わせ
た）構造であってもよい。これによると、種結晶を含む半導体層が薄い場合にも、割れを
防止でき、ハンドリング性が向上する。
【００６７】
　種基板１の主面の形状は特に限定されないが、たとえば四角形、多角形および円形（オ
リエンテーションフラット付も含む）などが挙げられる。種基板１の主面の表面は平面で
あってもよいし、凹面レンズ状、凸面レンズ状、矩形、台形、ピラミッド形などの凹凸を
有する面でもよい。
【００６８】
　（イオン注入層を形成する工程）
　次に、図１（Ｂ）を参照して、前記種基板１にイオン注入（図中、下方向矢印）を行う
ことにより、前記種基板１の主面の表面から一定深さに、イオン注入層２を形成する。イ
オン注入では、種基板１に種基板を形成する半導体原子と異なる原子を導入したり、欠陥
を導入したり、半導体原子同士の結合を緩めたりする。イオン注入では、異なる原子や欠
陥が種基板１の内部に侵入するため、種基板１の表面は半導体の結晶構造を維持している
。したがって、イオン注入による層を形成した後に、種基板１上に半導体層を形成するこ
とができる。
【００６９】
　形成されるイオン注入層２の基板の表面からの深さや厚さは、主に使用するイオンの種
類、注入エネルギー、照射量によって調整することができる。イオン注入層２の設計はＴ
ＲＩＭのようなモンテカルロシミュレーションによってほぼ正確に計算して予測すること
ができる。
【００７０】
　注入エネルギーは、５０ｋｅＶ以上１００００ｋｅＶ以下が好ましく、８０ｋｅＶ以上
８００ｋｅＶ以下がさらに好ましい。照射量は、１×１０１４個/ｃｍ２以上２×１０１

８個/ｃｍ２以下が好ましく、1×１０１５個/ｃｍ２以上８×１０１７個/ｃｍ２以下がさ
らに好ましい。注入エネルギーおよび照射量が前記範囲であると、種基板１の主面の結晶
性を、気相合成法によるエピタキシャル成長が可能な程度に維持したまま、種基板１内部
の結晶構造を破壊して、半導体原子間の結合力が低下したイオン注入層２を形成すること
ができる。
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【００７１】
　注入エネルギーが５０ｋｅＶ以上という高エネルギーであると、イオン注入層２には、
原子空孔が生じ、半導体を構成する原子同士の結合力が弱くなる。イオン注入層２では、
原子同士の結合力が弱い部分が同一面上に並んでいるので、外部から光を照射して導入原
子にエネルギーを吸収させて気化膨張させた場合、イオン注入層２の部分に等しく力がか
かる。したがって、イオン注入層２を破壊した後の破壊面である分離表面が平坦となる。
イオン注入層２が薄いほど、また、原子空孔の量が多いほど、平坦性は増すので好ましい
。イオン注入層２中のイオンの量が少なすぎると、剥離の力が得られにくくなる。
【００７２】
　照射量が多すぎると、最表面の半導体の結晶構造が壊れて、注入後の種基板１の表面上
に半導体層３を合成できなくなるおそれがある。また、半導体層３を合成できても、イオ
ン注入層２が合成時の雰囲気の影響を受けて、部分的に消失し、分離し難くなるおそれが
ある。注入エネルギーが大きくなりすぎると、イオン注入層２が厚くなりすぎて、平坦な
分離面を得にくくなる。照射量が少なすぎると、後の工程で行われる光照射により、半導
体基板を分離することが困難となる。
【００７３】
　種基板１中に形成されるイオン注入層２は、種基板１と照射光の吸収率が異なることが
好ましい。これによると、より短時間で半導体層を種基板の一部から分離することができ
る。なお、イオン注入層２と種基板１との光の吸収率は同一であっても、半導体層を種基
板の一部から分離することができる。それは、光で半導体基板の結合力を直接切るのでは
なく、半導体結晶の格子、あるいは注入イオンに局部的にエネルギーを与え、注入原子あ
るいは注入分子にエネルギーを伝えて、原子や分子が膨張することによって、注入で弱く
なった結合に作用して切るからである。
【００７４】
　イオン注入層２の光透過率は、種基板１の光透過率に対して１％以上低いと、照射光が
効率よくイオン注入層２に吸収されるようになり、好ましい。イオン注入層２の光透過率
は、種基板１の光透過率に対して５％以上低いことがさらに好ましく、２０％以上低いこ
とがさらに好ましい。なお、イオン注入層２の光透過率が種基板１の光透過率と同程度ま
たは高い場合であっても、光の照射条件を調整することにより、短時間で半導体層を種基
板の一部から分離することができる。ここで、光透過率Ｔａとは、多重内部反射を考慮し
、下記の式（１）によって表わされる値である。
Ｔａ＝Ｉｔ／Ｉ０　　　　　　　　　　　式（１）
さらに、多重反射を考慮した反射率Ｒａと単反射Ｒは、それぞれ以下の式（２）、（３）
によって表される。
Ｒａ＝Ｉｒ／Ｉ０　　　　　　　　　　　　式（２）
Ｒ＝（ｎ０－ｎｆ）2／（ｎ０＋ｎｆ）2　　　　　式（３）
（式（１）中、Ｉ０は入射光の強度、Ｉｔは媒質を通過した後の出射光の強度、Ｉｒは媒
質を挿入した後の反射光の強度、ｎ０は空気の屈折率、ｎｆはダイヤの屈折率を示す。）
　ただし、照射光のエネルギーが半導体のバンドギャップよりも大きい場合は、このよう
な差は生じない。半導体自身の吸収が大きいので、この差が分からないほど小さいという
ことである。また、イオン注入層に光を照射する場合に、半導体基板中を通過して届ける
必要があるが、この場合、半導体基板中で光が吸収されない方がよい。従って、本実施の
形態では、半導体のバンドギャップよりも小さなエネルギーの光を用いることが一般的で
、効果がある。
【００７５】
　光透過率の測定は、通常の分光光度計によって行うことができる。イオン注入層２の透
過率は光透過性の高い種基板１と比べての値であり、反射率は差し引かず、反射率込みの
値として測定される。従って、１００％の光透過性のものでも、反射率が半導体の屈折率
で計算される値以上あるので、それを差し引いた透過率を超えることはない。イオン注入
層の厚さが非常に薄いので、光透過率の変化が、たとえ１％であっても、吸収係数に大き
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な違いがあり、大きな効果がある。しかしながら、本発明では、イオン注入層があまりに
も薄く、あるいは明確な吸収の準位を作らず、本発明の範囲の透過率にほとんど反映され
ない場合もある。本発明では、そのような場合においても、結晶中の原子結合をイオンに
おいて切っていれば、効果が発揮される。
【００７６】
　後の半導体基板３を分離する工程で用いる照射光の波長において、イオン注入層２の吸
収係数は、種基板１の吸収係数に対して、５倍以上大きいことが好ましく、さらに３０倍
以上大きいことがより好ましい。ここで、光吸収係数とは、多重内部反射を考慮した下記
の式（４）によって表わされる値である。
μ＝（ｌｏｇｅ（（Ｉｔ／Ｉ０）／（（Ｉｒ／Ｉ０）／Ｒ－１）））／ｘ　式（４）
（式（４）中、μは平均の光吸収係数、Ｉ０は入射光の強度、Ｉｔは媒質を通過した後の
出射光の強度、Ｉｒは媒質を挿入した後の反射光の強度、Ｒは式(３）で表される単反射
Ｒ、ｘは媒質の厚さ（イオン注入層２の実効的な厚さ）を示す。）
　光源として混合波長を含む光源を用いる場合は、光源が含む波長および波長域において
、最大の吸収エネルギーを示す波長の光透過率および吸収係数を意味するものとする。
【００７７】
　種基板１とイオン注入層２との光透過率または光吸収係数の関係が前記の範囲であると
、種基板１に光を照射した時、光が種基板１を透過してイオン注入層２に効率的に吸収さ
れる。したがって、イオン注入層２の破壊に要する時間を短縮することができる。ただし
、イオン注入層２の光透過率が大きくなると光のエネルギーを吸収する効率が高くなって
、イオン注入層２の時間短縮に好都合ではあるが、必須ではない。イオンの注入は、次に
述べる原子結合力を弱くすることが主目的であるからである。その場合、結晶格子やイオ
ンに自身に光を非線形的に吸収させるようにすればよい。この場合、結晶格子の結合を直
接きることなく、注入原子を膨張させてその力で結合の弱い部分を切るということが重要
である。したがって、イオン注入の後に熱アニールをするなどして、光で分離する工程の
前までに、光の透過率を低減させておいても問題はない。また、吸収のある光の波長とは
異なる光の波長を用いても問題はない。間接的にエネルギーを注入イオンに伝え、最終的
に注入イオンが膨張して、分離するエネルギーとすればよいからである。
【００７８】
　注入するイオンの種類は、イオン注入層２の結晶性を低下させることができる元素のイ
オンであればよい。たとえば、炭素、ホウ素、窒素、酸素、リン、ネオン、水素、ヘリウ
ム、アルミニウム、シリコン、硫黄、アルゴンなど、イオン注入可能なすべての元素のイ
オンが使用可能である。なかでも、水素イオン、水素分子イオン、酸素イオン、酸素分子
イオン、窒素イオン、窒素分子イオン、ヘリウムイオン、ネオンイオンおよびアルゴンイ
オンからなる群より選ばれる少なくとも１種のイオンを用いることが好ましい。これらの
イオンは光のエネルギーによってガス化しやすい。したがって、イオン注入層がこれらの
イオンを含むと、イオン注入層２あるいはその近傍に光を吸収させた時に、これらのイオ
ンがガス化して膨張することにより、弱い原子間結合を有するイオン注入層の破壊が促進
される。
【００７９】
　また、これらのイオンは半導体と結合を起こさない不活性ガスイオンか、起こしてもマ
トリックスに組み込まれずに、終端するような水素イオンであることが、半導体を分離す
る容易さとなるので、さらに好ましい。
【００８０】
　ボロン、窒素、シリコンおよびリンは半導体中の原子と４配位の結合をすると、半導体
原子の結合を切るのと同等のエネルギーが必要となるので効率的ではない。一方、４配位
していない凝集した窒素はガス化しやすく有効である。マトリックス中の原子と置換され
ているかどうかは、置換型で検出されるＥＳＲ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｓｐｉｎ　Ｒｅｓｏ
ｎａｎｃｅ：電子スピン共鳴）の量とＳＩＭＳ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ
　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ：二次イオン質量分析法）による全窒素の量を比べることに
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より、算出することができる。
【００８１】
　イオン注入層２は、種基板１の主面からの深さが０．０５μｍ以上１０μｍ以下である
ことが好ましく、０．１μｍ以上１μｍ以下であることがさらに好ましい。これによると
、照射光により破壊される層の厚さが十分小さく、また、分離の失敗を防止することがで
きる。ここで、種基板１の主面とは、イオン注入を行った面のことである。種基板１の主
面からの深さとは、種基板１の主面と、前記種基板１の主面にもっとも近いイオン注入層
２の中心（注入イオン濃度の一番大きな位置）との距離を意味する。
【００８２】
　イオン注入層２は、厚さが５０ｎｍ以上１０μｍ以下であることが好ましく、１００ｎ
ｍ以上１μｍ以下であることがさらに好ましい。これによると、照射光により破壊される
層（分離に必要な層）の厚さが十分小さく、かつ、分離面の十分な平坦性を確保すること
ができる。
【００８３】
　イオン注入層２は、イオンのドーズ量が１×１０１４ｃｍ－２以上２×１０１８ｃｍ－

２以下の範囲であることが好ましく、１×１０１５ｃｍ－２以上８×１０１７ｃｍ－２以
下の範囲がさらに好ましい。イオンのドーズ量が前記の範囲であると、イオン注入層２中
に原子空孔が十分な量形成されている。原子空孔の位置には原子が存在しないため、周辺
の原子の結合力が緩和される。したがって、イオン注入層２あるいはその近傍が光を吸収
すると、原子空孔を基点としてイオン注入層が破壊される。イオンのドーズ量は、注入時
のイオン電流と照射面積から算出されるイオン電流密度と注入時間より算出した値であり
、設計通りの注入ができていることを二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａ
ｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）によって確認できる。
【００８４】
　イオン注入層の厚さやドーズ量は、照射される光（レーザー）の強度に対応して設計さ
れる。すなわち、集光された光（レーザー）の強度が大きいとイオン注入量は少なくても
分離され、集光される光（レーザー）の強度が小さいときはイオン注入量は多めに設計さ
れる。注入される半導体の最表面の結晶が崩れない程度にイオン注入量を調整する必要が
ある。
【００８５】
　イオン注入層２は、原子空孔密度が最大ピーク値で０．００１％以上１００％以下の範
囲であることが好ましく、０．０１％以上１００％以下の範囲であることがさらに好まし
い。原子空孔密度が前記の範囲であると、イオン注入層２の破壊を促進することができる
。最大ピーク値の原子空孔密度が０．００１％未満であると、イオン注入層２の破壊の基
点が少ないため、イオン注入層２の破壊に要するパワーや時間が増大する。そのような場
合は、結晶性の高い半導体も損傷を受けてしまう。原子空孔密度は、可視あるいは近赤外
透過率によって測定した値である。イオン注入のシミュレーションで得られる原子密度と
、透過率の測定値の検量線によって算出できる。原子密度は、室温の理想の炭素原子密度
に対する百分率で表している。従って、原子空孔密度は、イオン注入条件が決まれば、測
定しなくとも、決定できる。
【００８６】
　イオン注入層２は、原子空孔の集合であってもよいし、非晶質相を含んでいてもよい。
非晶質相は、ダングリングボンドが多く含まれている方が好ましい。この場合、イオン注
入層２あるいはその近傍が光を吸収した時に、非晶質相のダングリングボンドが基点とな
ってイオン注入層２が破壊される。一方、種基板１の最表面まで非晶質相層が形成される
ため、分離がうまくいかない。イオン注入した種基板１の上面に半導体層３がエピタキシ
ャル成長することが困難になるからである。従って、イオン注入量には上限がある。
【００８７】
　（半導体層を成長させる工程）
　次に、図１（Ｃ）を参照して、前記種基板１の主面上に気相合成法により、半導体層３
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を成長させる。半導体層３はヘテロエピタキシャル成長層や、ホモエピタキシャル成長層
となることがより好ましい。
【００８８】
　まず、半導体層がダイヤモンドである場合の成長方法の一例を説明する。
　気相合成法は特に限定されず、ＰＶＤ法、ＣＶＤ法、ＭＯＣＶＤ法、ＶＰＥ法、分子線
エピタクシー法、昇華法などを用いることができる。具体的には、たとえば、ダイヤモン
ドのマイクロ波プラズマＣＶＤの合成方法において、種基板１を真空チャンバ内に設置し
、真空チャンバ内の圧力を２．６６ｋＰａ～５３．２ｋＰａ、チャンバ内の基板温度を８
００℃～１２００℃に加熱した上で、メタンなどの炭化水素ガス、水素ガス、および、不
活性ガス、窒素などの添加ガスを導入し、種基板１の主面上にダイヤモンドからなる半導
体層３をエピタキシャル成長させる。添加ガスは、必要に応じて添加するが、添加しなく
ともよい。半導体層３の成長方向は図１（Ｃ）中、上方向である。半導体層３の上面は、
種基板１の主面の面方位を引き継いでいる。
【００８９】
　次に、半導体層が、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、セレン化亜鉛の場合の合成方法
の一例を説明する。
【００９０】
　窒化ガリウムをＭＯＣＶＤ法で成長する方法では、種基板１（典型的には（０００１）
面のＣ面を主面とする基板）を炉内に設置し、炉内の基板温度を６００℃～１３００℃に
加熱した上で、トリメチルガリウムなどの有機ガリウムガス、アンモニアガス、および、
水素などのキャリアガスを導入し、種基板１の主面上に窒化ガリウムからなる半導体層３
をエピタキシャル成長させる。原料ガス中のトリメチルガリウムガスとアンモニアガスの
混合比は体積比で、１：２０００などが好ましい。半導体層３の成長方向は図１（Ｃ）中
、上方向である。半導体層３の上面は、種基板１の主面の面方位を引き継いでいる。気相
合成法は、前記のＭＯＣＶＤ法に限定されず、一般的に知られる他の気相合成法を利用す
ることもできる。
【００９１】
　窒化アルミニウムを昇華法で成長する方法では、種基板１（（０００１）面や（０００
２）面の基板）を炉内に設置し、炉内の基板温度を２０００℃に保持した上に、窒化アル
ミニウム原料を２４００℃で昇華させ、種基板１の主面上に窒化アルミニウムからなる半
導体層３をエピタキシャル成長させる。半導体層３の成長方向は図１（Ｃ）中、上方向で
ある。半導体層３の上面は、種基板１の主面の面方位を引き継いでいる。気相合成法は、
前記の昇華法に限定されず、一般的に知られる他の気相合成法を利用することもできる。
【００９２】
　セレン化亜鉛を昇華法で合成する方法では、種基板１を炉内に設置し、炉内の基板温度
を１０００～１２００℃に保持した上に、より高い温度に設置した原料の多結晶セレン化
亜鉛から不活性ガスをキャリアガスとして原料のセレンと亜鉛を装置内に導入し、種基板
１の主面上にセレン化亜鉛からなる半導体層３をエピタキシャル成長させる。半導体層３
の成長方向は図１（Ｃ）中、上方向である。半導体層３の上面は、種基板１の主面の面方
位を引き継いでいる。気相合成法は、前記の昇華法に限定されず、一般的に知られる他の
気相合成法を利用することもできる。
【００９３】
　次に、半導体層が、炭化シリコンの場合の合成方法の一例を説明する。
　種基板１（典型的には（０００１）面を主面として利用するが、０．０５～１０°の範
囲でオフしている。）を炉内に設置し、炉内の基板温度を１４００℃～１６００℃に高周
波で加熱した上で、モノシランガスなどのシリコン水素系ガス、プロパンガスなどの炭化
水素系ガス、および、水素などのキャリアガスを導入し、種基板１の主面上に炭化シリコ
ンからなる半導体層３をエピタキシャル成長させる。炉は、常圧横型コールドウォールＣ
ＶＤ装置などである。原料ガス中のシリコン系と炭素系ガスとの混合比は、１．５：１な
どがよい。半導体層３の成長方向は図１（Ｃ）中、上方向である。半導体層３の上面は、
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種基板１の主面の面方位を引き継いでいる。気相合成法は、前記の方法に限定されず、一
般的に知られる他の気相合成法を利用することもできる。
【００９４】
　半導体層３とイオン注入層２との光透過性の関係は、イオン注入層２の光透過率が、半
導体層３の光透過率に対して１％以上低いことが好ましく、５％以上低いことがさらに好
ましい。ここで、光透過率とは、上記の式（１）によって表わされる値である。
【００９５】
　照射する光の波長における半導体層３とイオン注入層２の光の吸収係数の関係は、イオ
ン注入層２の吸収係数が、半導体層３の吸収係数に対して、５倍以上大きいことが好まし
く、３０倍以上大きいことがより好ましい。ここで、光吸収係数とは、上記の式（４）に
よって表わされる値である。
【００９６】
　イオン注入層２と半導体層３との光透過率または光吸収係数の関係が前記の範囲である
と、半導体層３に光を照射した時、光が照射された半導体層３を透過してイオン注入層２
に効率的に吸収される。したがって、イオン注入層２の破壊に要する時間を短縮すること
ができる。
【００９７】
　半導体層３の光透過性をイオン注入層２よりも高くするためには、結晶性のよい条件で
合成することが有効である。イオン注入層２は注入により発生した原子空孔に由来する点
欠陥によって光透過性が低下している。イオン注入された種基板１の最表面は、結晶格子
の秩序がイオン注入層２よりもはるかに良好に保たれており、点欠陥のほとんどは後に成
長された半導体層３に引き継ぐことがない。従って、半導体層３はイオン注入層２よりも
結晶性が高い。
【００９８】
　半導体層３は、単結晶であっても多結晶であってもよい。単結晶の半導体は高価であり
、製造コストを低減させるという効果をより大きく発揮できるため好ましい。半導体層３
は、導電性であっても絶縁性であってもよい。半導体層３は絶縁性が好ましいが、ドーピ
ング原子をイオン注入しているドーピング基板であっても構わない。ただし、金属的にド
ーピングを行う場合は、半導体層３側から光を照射した場合、光がイオン注入層２に届か
ないこともある。したがって、金属的なドーピングを行った場合は、種基板１の半導体層
が形成されていない主面側から光を照射することによって、光がイオン注入層２に到達す
るようにする。
【００９９】
　図１（Ｃ）に示される、イオン注入層２を有する種基板１と、種基板１の主面上に配置
された半導体層３とを含む積層体を、本明細書においては「半導体接合基板」ともいう。
図１（Ｃ）に示される半導体接合基板を用いて、以下で説明する分離する工程を経ること
により、半導体基板を作製することができる。
【０１００】
　（半導体層と基板とを分離する工程）
　次に、図１（Ｄ－１)および図１（Ｄ－２）を参照して、前記半導体層３および前記種
基板１の少なくともいずれかの主面の表面から光４を照射する。そして、図１（Ｅ）を参
照して、前記イオン注入層２あるいはその近傍に光４を吸収させて、光のエネルギーによ
り、イオン注入層に存在するイオンを気化膨張させて、半導体間の結合が弱いイオン注入
層の部分を膨張圧で押し広げ、半導体層３および種基板の一部（種基板１ａ）を含む半導
体基板５を、種基板の大部分（種基板１ｂ）から分離させる。
【０１０１】
　イオン注入層２はイオンの注入により形成されているため、層内にイオン、原子空孔、
非晶質部、マトリックスを構成する半導体原子のダングリングボンドの少なくともいずれ
かを含む。イオン注入層２あるいはその近傍が光４を吸収すると、イオン注入層２の温度
が上昇し、イオン注入層に存在するイオン原子あるいは半導体格子の原子に結合していな
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い原子が気化して膨張し、イオン注入層２中の原子間結合の弱い部分である原子空孔やダ
ングリングボンドを基点としてイオン注入層２が破壊される。このとき、半導体層３には
影響を与えないように押し広げることができる。イオン注入層２は、イオン注入を行う種
基板１の表面を、あらかじめ平滑または平らな面に形成しておき、その面を通してイオン
注入することにより形成されているため、イオン注入層２と種基板１との界面の凹凸が少
ない。したがって、イオン注入層２あるいはその近傍に光を吸収させて破壊した後の半導
体基板５と種基板１ｂとの分離面は、表面粗さが小さくなる。分離面の粗さは、イオン注
入層厚程度の表面粗さとなるので、１０μｍより小さく、さらには１μｍより小さくでき
る。
【０１０２】
　光４は、イオン注入層２に集光して、集光点を走査させることが好ましい。光４はイオ
ン注入層２に集光していてもよいが、イオン注入層２から少しずれてもよい。イオン注入
層２が光を吸収しやすい層となってエネルギーを吸収してもよいし、イオン注入層２近傍
がエネルギーを吸収し、それが注入されたイオンにエネルギーを伝えてもよい。従って、
集光の距離が多少ずれても、関係なく作用できる。
【０１０３】
　光４は、図１（Ｄ－１)のように、半導体層３の主面側から照射してもよい。また、図
１（Ｄ－２）のように、種基板１の半導体層３が形成されていない主面側から照射しても
よい。照射する最表面は、多少荒れた表面でもよい。コンパクトディスク（ＣＤ）の表面
が曇っていても、内部の情報を引き出せる原理と同じで、照射する最表面が多少荒れてい
ても、イオン注入層あるいはその近傍にうまく光を吸収させることができるからである。
【０１０４】
　照射する光の光源としては、パルスレーザー、ＣＷレーザー（Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　
Ｗａｖｅ　Ｌａｓｅｒ：連続波発信レーザー）、フラッシュランプ、パルス状ランプなど
を用いることができる。中でも、パルスレーザー、フラッシュランプ、パルス状ランプな
どのパルス光を発する光源を用いると、半導体全体の温度が上昇する前に光の照射を中止
し、半導体がクールダウンした後に光の照射を再開することができるので、イオン注入層
のみを温度上昇させることができるため好ましい。ここで、パルス状ランプとは、ランプ
自体は連続照射型のランプでも、物理的に遮蔽版が、光をさえぎったり、光の進路を変更
したりして、実質的にパルス状に照射されるランプのことを意味する。
【０１０５】
　光源としてパルス光を用いる場合、光を照射する半導体層３および種基板１の少なくと
もいずれかの主面の表面におけるパルス当たりの照射フルエンスは０．０１Ｊ／ｍｍ２以
上１５００Ｊ／ｍｍ２以下であることが好ましく、０．１Ｊ／ｍｍ２以上５００Ｊ／ｍｍ
２以下であることがさらに好ましい。これによると、光が半導体層および基板を昇温せず
に、イオン注入層のみを昇温することができる。したがって、半導体層および種基板の主
面の表面を破壊せず、また、種基板および半導体層の内部にクラックを発生させることな
く、イオン注入層のみを破壊することができる。パルス光のパルス当たりの照射フルエン
スが０．０１Ｊ／ｍｍ２未満であると、イオン注入層の破壊に要するパルス数が増大した
り、パルス光がイオン注入層を破壊できないおそれがある。一方、パルス光のパルス当た
りの照射フルエンスが１５００Ｊ／ｍｍ２を超えると種基板や半導体層の表面や内部の結
晶構造にダメージを与えるおそれがある。
【０１０６】
　パルス光のパルス幅は、０．０１ｐｓｅｃから１０ｍｓｅｃが好ましい。さらに、０．
０１ｎｓｅｃ以上１０ｍｓｅｃ以下が好ましく、０．１ｎｓｅｃ以上１ｍｓｅｃ以下がさ
らに好ましい。パルス幅が０．０１ｎｓｅｃより小さくなると、パルス光のエネルギーが
、半導体の原子の結合を切るエネルギーレベルに入ってくるので、半導体層および種基板
の主面の表面が粗くなったり、割れたりするおそれがある。また、パルス幅が０．０１ｎ
ｓｅｃ未満であると、光照射装置でパルス幅を制御するのが困難である。一方、パルス幅
が１０ｍｓｅｃを超えると、イオン注入層のみだけでなく、種基板および半導体を含む全
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体の温度の上昇に影響を与える。ただし、全体の温度の上昇は照射フルエンスにも依存す
るため、照射フルエンスが０．０１Ｊ／ｍｍ２未満の場合は、１００ｍｓｅｃまで許容さ
れる。
【０１０７】
　パルス光のパルス間隔は０．１ｎｓｅｃから１００ｍｓｅｃが好ましい。すなわち、下
限が０．１ｎｓｅｃ以上、好ましくは１０ｎｓｅｃ以上、より好ましくは１μｓｅｃ以上
、さらに好ましくは１０μｓｅｃ以上であり、上限が１００ｍｓｅｃ以下、好ましくは１
０ｍｓｅｃ以下、さらに好ましくは１ｍｓｅｃ以下である。（繰り返し周波数は、下限と
しては１Ｈｚ以上が好ましく、１０Ｈｚ以上がより好ましく、１００Ｈｚ以上がさらに好
ましく、１ｋＨｚ以上がもっと好ましい。上限としては１０００ＭＨｚ以下が好ましく、
１０００ｋＨｚ以下がより好ましく、１００ｋＨｚ以下がさらに好ましい。）パルス幅と
パルス間隔の比は、間隔／幅の比で、１０～１０９が好ましい。１０～１０６がより好ま
しい。さらには、１０～１０００が好ましい。
【０１０８】
　パルス光は、光を照射する半導体層３および種基板１の少なくともいずれかの主面の表
面におけるパルスエネルギーが０．０５ｍＪ以上１０００ｍＪ以下であることが好ましい
。これによると、光が半導体層３および種基板１の主面の表面を破壊せず、また、種基板
１および半導体層３の内部にクラックを発生させることなく、イオン注入層２のみを破壊
することができる。パルスエネルギーが０．０５ｍＪ未満であると、照射光がイオン注入
層を破壊することができない。一方、パルスエネルギーが１０００ｍＪを超えると、照射
光がイオン注入層以外の半導体層や基板を破壊する恐れがある。パルスエネルギーは、０
．１ｍＪ以上５０ｍＪ以下がさらに好ましく、０．３ｍＪ以上３０ｍＪ以下がさらに好ま
しい。
【０１０９】
　照射する光はレーザー光であることが好ましい。レーザー光を用いると、パルスの幅や
強度を可変しやすいことに加え、吸収に適した波長を選べるという効果を得ることができ
る。レーザーは、イオン注入層の吸収波長に合わせて、固体レーザー、液体レーザー、気
体レーザーなどを用いることができる。具体的には、ガラスレーザー、ＹＡＧレーザー（
ＹＡＧ：Ｙｔｔｒｉｕｍ　Ａｌｕｍｉｎｕｍ　Ｇａｒｎｅｔ）、ＹＬＦレーザー（ＹＬＦ
：Ｙｔｔｒｉｕｍ　Ｌｉｔｈｉｕｍ　Ｆｌｕｏｒｉｄｅ）、ＣＯ２レーザー、エキシマレ
ーザー、Ｙｂドープファイバーレーザーなどを用いることができる。また、これらの２倍
波、３倍波などの波長をＳＨＧ（Ｓｅｃｏｎｄ　Ｈａｒｍｏｎｉｃ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ）などで得て用いてもよい。
【０１１０】
　レーザー光の波長はイオン注入層２の吸収波長に合わせて、２５０ｎｍ～１０．６μｍ
の範囲で、適宜選択することができる。たとえば、２５０ｎｍ以上４００ｎｍ以下が好ま
しく、４５０ｎｍ以上５５０ｎｍ以下がさらに好ましい。さらには、１μｍ以上２μｍ以
下がより好ましい。すなわち、レーザー光の波長が長い方が、多格子吸収でマトリックス
を形成する半導体原子結合を切る割合よりも、注入イオンを熱的にガス化して膨張のエネ
ルギーとする割合が大きくなり、好ましい。
【０１１１】
　レーザー光は半導体層３または種基板１の主面の表面上を走査することが好ましい。走
査速度は、パルス間隔（周波数）と光のサイズ（レーザービームサイズ）で決まる。操作
速度はパルス周波数×ビームサイズの２倍以上、パルス周波数×ビームサイズの３０倍以
下が好ましく、５倍以上２０倍以下がさらに好ましい。これによると、表面をより平坦に
加工でき、無駄なく効率よく短時間で分離できる。
【０１１２】
　半導体基板５と種基板１ｂとを分離する工程は、液体中で行うことが好ましい。これに
よると、光照射による半導体基板５および種基板１ｂへの衝撃を低減できるため、種基板
１ａ、１ｂおよび半導体層３でのクラックの発生を抑制することができる。液体はレーザ
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ー光の衝撃を低減できるものであれば特に制限はなく、たとえば、純水、各種水溶液、各
種オイル、あるいは固体状ジェルなどのやわらかい固体などを用いることができる。
【０１１３】
　半導体基板５と種基板１ｂとを分離する工程は、周囲の温度を冷却しながら行うことが
好ましい。これによると、照射する光による種基板１ａ、１ｂや半導体層３の熱膨張を低
減することができ、種基板１ａ、１ｂや半導体層３でのクラックの発生を抑制することが
できる。冷却は、たとえば、冷媒雰囲気の導入や、純水、各種水溶液、各種オイルなどの
液体や、固体状ジェルなどを冷却したものを用いて行うことができる。
【０１１４】
　図１（Ｅ）に示されるように、分離された種基板１ｂと、半導体基板５の分離面は、表
面粗さが小さい。種基板１ａおよび半導体層３を含む半導体基板５をデバイス用基板ほか
応用製品として用いる場合には、表面を平坦化することが必要な場合がある。半導体基板
５に含まれる種基板１ａは分離面の表面粗さが小さいため、デバイス用基板など応用製品
への加工を容易に行うことができる。また、分離された種基板１ｂを再度エピタキシャル
成長の基板として用いるためには、表面を平坦化する必要がある。種基板１ｂは分離面の
表面粗さが小さいため、種基板への加工を容易に行うことができる。究極的には、基板へ
の再加工なしに同じプロセスを通して、イオン注入後、ＣＶＤエピ後のレーザー分離がで
きる。
【０１１５】
　分離された種基板１ｂと、半導体基板５の分離面の表面粗さ（Ｒａ）は、１０μｍ未満
が好ましく、１μｍ以下がより好ましく、０．３μｍ未満がさらに好ましい。これによる
と、表面を平坦化する加工が容易である。ここで、表面粗さ（Ｒａ）とは、ＪＩＳ　Ｂ　
０６０１－２０１３の規定に準ずる算術平均粗さを意味し、粗さ曲線からその平均線の方
向に基準長さだけを抜き取り、この抜取り部分の平均線の方向にＸ軸を、縦倍率の方向に
Ｙ軸を取り、粗さ曲線をｙ＝ｆ（ｘ）で表したときに、以下の式（５）によって求められ
る値をマイクロメートル（μｍ）で表したものをいう。
【０１１６】
【数１】

【０１１７】
　分離された種基板１ｂの平坦化は通常の機械研磨によって行うことができ、Ｒａを０．
１ｎｍにすることができる。種基板１の表面からイオン注入して、イオン注入層２を形成
し、光の照射によりイオン注入層２を破壊すると、分離面の平坦度は低下する。しかしな
がら、イオン注入層２の厚さを薄くする、光の走査速度を遅くする、低パワーを利用する
などの工夫によって、分離面の平坦度の向上を図ることができる。
【０１１８】
　［実施の形態２］
　本発明の実施形態に係る半導体基板は、実施の形態１の半導体基板の製造方法によって
得られた半導体基板５である。前記半導体基板５は、種基板１ｂからの分離時間が短縮さ
れているため、製造コストが低減されている。
【０１１９】
　本発明の実施形態に係る半導体基板は、気相合成法により形成された半導体層３を含む
半導体基板５であって、前記半導体基板５は第１の主面および第２の主面を含み、前記第
１の主面は、前記半導体基板を構成する主元素とは種類または結合状態が異なる第１元素
を含み、前記第１元素は、水素、酸素、窒素、炭素、ヘリウム、ネオンおよびアルゴンか
らなる群より選ばれる少なくとも１種の元素を含み、前記第１の主面の表面粗さは、１０
μｍ未満である。該半導体基板は、表面が平坦であり、各種用途への加工が容易である。
第１の主面の表面粗さは、１μｍ以下が好ましく、０．３μｍ未満がより好ましい。本実
施形態の半導体基板は、実施の形態１の半導体基板の製造方法により作製することができ
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る。この場合、本実施形態の半導体基板において、第１の主面の表面とは、種基板１ａの
表面に対応する。また、第１の主面に含まれる第１元素である水素、酸素、窒素、炭素、
ヘリウム、ネオンおよびアルゴンからなる群より選ばれる少なくとも１種の元素は、イオ
ン注入で注入されたイオンに由来するものである。イオン注入で注入されたイオンは、半
導体基板の分離時に大部分が除去されるが、イオン注入層の欠陥の少ない一部には残存す
る。イオン注入による元素分布は既知であり、半導体基板を構成する主元素とは種類また
は結合状態が異なるという特徴があるため、第１の主面に、イオン注入により注入された
イオンが存在することは、判別可能である。この表面は、半導体基板のデバイス形成表面
として使用しない限りは問題がない。基板の裏面として使用する場合は、注入したイオン
が残っていると炭素結合間に存在するので、最表面のみがそれほど硬くない層で形成され
ることとなり、異種基板などに接合する際にはクッションの役割をする利点がある。この
層は、後にプラズマエッチングや化学エッチング（可能な場合）研磨や機械的に除去する
こともできるので、半導体のデバイス形成表面として利用することも可能である。しかし
、エッチピットが生じる、機械的ひずみが蓄積する、余分なコストが発生する、などの欠
点も併せ持つので、再度きれいなエピ膜を形成するなどの工程を経る必要がある。分離表
面と対面の成長表面は、エピ形成された表面であるので、半導体デバイス形成表面として
問題はない。
【０１２０】
　第１の主面の表面に含まれるクラックは長さが１００μｍ以下であり、かつ、前記表面
に含まれる変質層は最大径が１００μｍ以下であることが好ましい。このクラックは、光
学顕微鏡で観察でき、直線的な黒い影として観察され、局部的な、瞬時的な膨張が原因で
あるものであるが、微小で表面に留まるので、半導体基板のデバイス形成表面として使用
しない限りは、特に問題はない。また変質層は非晶質層の部分を指し、ＲＨＥＥＤによっ
てリングパターンの存在で確認できる。クラックは既にひずみが解放されており、変質層
は非晶質なので、ここでは劈開が起こらないという特徴を有する。したがって、改めて異
種基板などに接合される裏面として利用する場合は、新たなクラックの伸展を止める働き
をして、割れに対する耐久性が発現するという利点がある。これらの層は、後にプラズマ
エッチングや化学エッチング（可能な場合）研磨や機械的に除去することもでき、半導体
のデバイス形成表面として利用することも可能である。しかし、エッチピットが生じる、
機械的ひずみが蓄積する、余分なコストが発生する、などの欠点も併せ持つので、再度き
れいなエピ膜を形成するなどの工程を経る必要がある。分離表面と対面の成長表面は、エ
ピ形成された表面であるので、半導体デバイス形成表面として問題はない。
【０１２１】
　第１の主面の表面には、半導体基板を構成する主元素の少なくとも一つである第１元素
が半導体基板の半導体格子とは異なる原子結合状態で存在していることが好ましい。結合
状態が異なる元素が表面に存在することは、ＸＰＳやＡＥＳで観察することにより確認す
ることができる。第１元素は、表面に留まるので、半導体基板のデバイス形成表面として
使用しない限りは、特に基板の使用に問題はない。強固な表面に緩く留まっているので、
異種基板などに接合する裏面として使用する場合は、割れを防ぎ、クッションの役割をす
る利点がある。この層は、後にプラズマエッチングや化学エッチング（可能な場合）研磨
や機械的に除去することもでき、半導体のデバイス形成表面として利用することも可能で
ある。しかし、エッチピットが生じる、機械的ひずみが蓄積する、余分なコストが発生す
る、などの欠点も併せ持つので、再度きれいなエピ膜を形成するなどの工程を経る必要が
ある。分離表面と対面の成長表面は、エピ形成された表面であるので、半導体デバイス形
成表面として問題はない。
【０１２２】
　第１の主面の表面には、半導体基板を構成する主元素の少なくとも一つである第１元素
が半導体基板の半導体格子とは異なる原子結合状態であって、複数の略円形の模様をなし
て存在していることが好ましい。結合状態が異なる元素が表面に存在すること、またその
模様は、ＸＰＳやＡＥＳでマッピングすることで観察することにより確認することができ
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る。半導体基板５を、種基板１ｂから分離する際に印加される物理的なエネルギーによっ
て、第１元素が瞬時的に膨張し、複数の略円形の模様を形成することがある。複数の略円
形の模様が包絡線をなすこともある。本表面は、半導体基板のデバイス形成表面として使
用しない限りは、特に基板の使用に問題はない。強固な表面に緩く、部分的に留まってい
るので、異種基板などに接合する際にはクッションの役割をする利点がある。この層は、
後にプラズマエッチングや化学エッチング（可能な場合）研磨や機械的に除去することも
でき、半導体のデバイス形成表面として利用することも可能である。しかし、エッチピッ
トが生じる、機械的ひずみが蓄積する、余分なコストが発生する、などの欠点も併せ持つ
ので、再度きれいなエピ膜を形成するなどの工程を経る必要がある。分離表面と対面の成
長表面は、エピ形成された表面であるので、半導体デバイス形成表面として問題はない。
【０１２３】
　本実施形態に係る半導体基板は、デバイス用基板やその他基板を適用する応用製品に用
いることができる。前記デバイス用基板や応用製品は、前記半導体基板を備えているため
、製造コストが低減されている。
【０１２４】
　半導体層３がダイヤモンドの場合の応用製品としては、具体的には、ダイヤモンドバイ
ト、ドリル、エンドミル、ドリル用刃先交換型切削チップ、エンドミル用刃先交換型切削
チップ、フライス加工用刃先交換型切削チップ、切削加工用刃先交換型切削チップ、メタ
ルソー、歯切工具、リーマ、タップなどの切削工具が挙げられる。また、切削工具に限ら
れず、研削工具、耐摩工具、部品などを挙げることができる。研削工具としては、ドレッ
サなどを挙げることができる。耐摩工具、部品としては、ダイス、スクライバー、水また
は粉末噴出ノズル、ワイヤなどのガイドを挙げることができる。さらに、熱的応用では、
高出力レーザーダイオード（ＬＤ）や高出力半導体発光素子（ＬＥＤ）などの半導体デバ
イスのためのヒートシンクであるとか、光学的応用では、高出力用のレーザー用窓材料、
Ｘ線ターゲットなどが挙げられる。
【０１２５】
　半導体層３が窒化ガリウムの場合の応用製品としては、例えば、青色ＬＥＤ、白色ＬＥ
Ｄ用の基板や、高効率のスイッチングデバイスなどの基板が挙げられる。
【０１２６】
　半導体３が炭化シリコンの場合の応用製品としては、例えば、電力制御用あるいは車載
の高効率パワーデバイス用の基板が挙げられる。
【０１２７】
　［実施の形態３］
　＜複合半導体基板の製造方法＞
　図３（Ａ）～図３（Ｆ）は、本発明の実施形態に係る複合半導体基板の製造方法を模式
的に示す図である。図４は、本発明の実施形態に係る複合半導体基板の製造方法を示すフ
ローチャートである。
【０１２８】
　本発明の実施形態に係る複合半導体基板の製造方法は、半導体材料を含む種基板を準備
する工程（図３（Ａ）および図４の基板準備工程（Ｓ２１）で示される）と、前記種基板
にイオン注入を行うことにより、前記種基板の主面の表面から一定深さに、イオン注入層
を形成する工程（図３（Ｂ）および図４のイオン注入層形成工程（Ｓ２２）で示される）
と、前記種基板の主面上に気相合成法により、半導体層を成長させる工程（図３（Ｃ）お
よび図４の半導体層成長工程（Ｓ２３）で示される）と、前記半導体層上に第１の基板を
貼り合せる工程と（図３（Ｄ）および図４の第１の基板貼り合わせ工程（Ｓ２４）で示さ
れる）と、前記第１の基板および前記種基板の少なくともいずれかの主面の表面から光を
照射することにより、前記第１の基板、前記半導体層および前記種基板の一部を含む複合
半導体基板を分離する工程（図３（Ｅ－１）、（Ｅ－２）、（Ｆ）および図４の複合半導
体基板分離工程（Ｓ２５）で示される）とを含む。
【０１２９】
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　実施の形態３に係る複合半導体基板の製造方法は、基板準備工程（Ｓ２１）、イオン注
入層形成工程（Ｓ２２）、半導体層成長工程（Ｓ２３）、複合半導体基板分離工程（Ｓ２
５）は、それぞれ、実施の形態１に係る半導体基板の製造方法の基板準備工程（Ｓ１）、
イオン注入層形成工程（Ｓ２）、半導体層成長工程（Ｓ３）、半導体基板分離工程（Ｓ４
）と同一の方法を採用することができる。したがって、以下では、実施の形態１とは異な
る点である、第１の基板を貼り合わせる工程（Ｓ２４）について説明する。
【０１３０】
　（第１の基板を貼り合わせる工程）
　図３（Ｄ）に示されるように、半導体層２３の上に第１の基板２５を貼り合わせる。こ
れによると、半導体層２３を自立しないほど薄く形成した場合でも、半導体層２３および
第１の基板２５を含む複合半導体基板２６は自立することができ、ハンドリング性が良好
である。すなわち、実施の形態３では、実施の形態１よりも、高価な半導体層２３を薄く
できるため、複合半導体基板２６の製造コストが低減される。
【０１３１】
　第１の基板２５としては、例えば酸化ケイ素（ＳｉＯ２）基板を用いることができる。
酸化ケイ素基板は、非常に平坦に研磨した半導体基板２３上にＳｉＯ２層を形成し、該Ｓ
ｉＯ２層上に貼り合せることができる。また、第１の基板２５は複数枚を用いてもよい。
例えば、第１の基板２５上に、ＳｉＯ２層を形成し、該ＳｉＯ２層上にＳｉＯ２基板を複
数枚貼り合せることができる。第１の基板の材料はＳｉＯ２に限定されず、表面に清浄な
平坦な膜を形成できるものであれば、他の材料（金属など）を用いることもできる。他の
材料としては、例えば金（Ａｕ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、タンタル（Ｔ
ａ）、タングステン（Ｗ）が挙げられる。半導体でも、セラミックスでも、単結晶でも、
多結晶でも構わない。例えばシリコン（Ｓｉ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、アルミナ（Ａｌ

２Ｏ３）も挙げられる。いずれの組み合わせも、分離する半導体基板よりも低価格な基板
であることが好ましい。
【０１３２】
　第１の基板２５としては、樹脂からなる基板を用いることができる。これは、本発明が
室温で分離できる技術であることで初めて実現することである。半導体層２３を高温プロ
セスに用いたい場合は、複合半導体基板２６の種基板２１の主面を、耐熱性のある別の基
板に接着剤を用いて貼り合せた後に、樹脂からなる第１の基板２５をアルコールなどの適
正な液中で除去したり、第１の基板２５と半導体層２３の間の接着剤を除去し、第１の基
板２５を外すことができる。第１の基板２５が樹脂からなる場合は、第１の基板２５の表
面は、第１の基板２５がＳｉＯ２からなる場合よりも、表面の平坦性が多少劣っていても
構わない。これは、第１の基板２５と半導体層２３との間に、柔らかく薄い接着剤からな
る接着層を配置することができるからである。
【０１３３】
　［実施の形態４］
　＜複合半導体基板の製造方法＞
　図５（Ａ）～図５（Ｅ）は、本発明の実施形態に係る複合半導体基板の製造方法を模式
的に示す図である。図６は、本発明の実施形態に係る複合半導体基板の製造方法を示すフ
ローチャートである。
【０１３４】
　本発明の実施形態に係る複合半導体基板の製造方法は、半導体材料を含む種基板を準備
する工程（図５（Ａ）および図６の基板準備工程（Ｓ３１）で示される）と、前記種基板
にイオン注入を行うことにより、前記種基板の主面の表面から一定深さに、イオン注入層
を形成する工程（図５（Ｂ）および図６のイオン注入層形成工程（Ｓ３２）で示される）
と、前記種基板の主面上に第１の基板を貼り合せる工程（図５（Ｃ）および図６の第１の
基板貼り合せ工程（Ｓ３３）で示される）と、前記第１の基板および前記種基板の少なく
ともいずれかの主面の表面から光を照射することにより、前記第１の基板および前記種基
板の一部を含む複合半導体基板を分離する工程（図５（Ｄ－１）、（Ｄ－２）、（Ｅ）お
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よび図６の複合半導体基板分離工程（Ｓ３４）で示される）とを含む。
【０１３５】
　実施の形態４に係る複合半導体基板の製造方法は、実施の形態３の複合半導体基板の製
造方法における半導体層成長工程（Ｓ２３）を含まない点以外は、実施の形態３と同様の
工程を含む。
【０１３６】
　実施の形態４に係る複合半導体基板の製造方法では、種基板３１の主面上に、直接第１
の基板３５を貼り合せる。得られる複合半導体基板３６は、第１の基板３５の表面に、種
基板３１ａの層が薄く形成されている。種基板３１ａを自立しないほど薄くスライスした
場合でも、複合半導体基板２６は自立することができ、ハンドリング性が良好である。ま
た、高価な半導体層を形成していないため、実施の形態４では、実施の形態３よりも、複
合半導体基板３６の製造コストが低減される。
【０１３７】
　［実施の形態５］
　本発明の実施形態に係る複合半導体基板は、実施の形態３または実施の形態４の複合半
導体基板の製造方法によって得られた複合半導体基板２６，３６である。前記複合半導体
基板２６，３６は、種基板２１ｂまたは３１ｂからの分離時間が短縮されているため、製
造コストが低減されている。また、高価な半導体層２３を薄くしたり、半導体層を作製せ
ずに、複合半導体基板２６，３６を得ることができるため、製造コストが低減されている
。
【０１３８】
　本発明の一態様に係る複合半導体基板は、第１の基板と、前記第１の基板の主面上に積
層された半導体層とを含む複合半導体基板であって、前記複合半導体基板は、前記半導体
層側の主面が、半導体層を構成する主元素とは種類または結合状態が異なる第１元素を含
み、前記第１元素は、水素、酸素、窒素、炭素、ヘリウム、ネオンおよびアルゴンからな
る群より選ばれる少なくとも１種の元素を含み、前記複合半導体基板は、前記半導体層側
の主面の表面粗さが、１０μｍ未満であり、前記半導体層は、厚みが０．１μｍ以上５０
μｍ以下である、複合半導体基板である。該半導体基板は、表面が平坦であり、各種用途
への加工が容易である。本複合半導体基板は、内部に第１元素を含むものであるが、透光
性のある基板であることが好ましい。
【０１３９】
　複合半導体基板２６，３６は、実施の形態２の半導体基板と同様の応用製品に用いるこ
とができる。
【０１４０】
　［実施の形態６］
　本発明の実施の形態６の半導体接合基板は以下のようにして作製することができる。実
施の形態１で用いた製法の「種基板を準備する工程」と「イオン注入層を形成する工程」
と「半導体層を成長させる工程」まで同様にして行う。次に、半導体基板の分離を行わず
、成長面を平坦に研磨する。平坦性はＲａが１００ｎｍ以下が好ましく、１０ｎｍ以下が
より好ましく、１ｎｍ以下がさらに好ましい。この平坦性は、接合時に、直接接合あるい
はＳＯＧを非常に薄く塗布した後に貼り合わせることができる平坦性である。また、その
研磨表面はイオン注入層との平行度が１°以下が好ましく、０．１°以下がより好ましく
、０．０３°以下がさらに好ましい。平行度が高いほど、後に分離した時の半導体層の厚
さ分布に影響するからである。半導体層の厚さが薄いほど大きな影響になるからである。
厚さ分布が均一である方が半導体としての特性が良好となる。このように半導体接合基板
はイオン注入層で種基板から半導体層の分離を行わない状態のものであるが、後に室温あ
るいは５００℃以下の低温で分離して利用することができることが特徴である。イオン注
入条件は、実施の形態１でも説明してる通りのものである。さらに、それに加えて、本半
導体接合基板ではイオンのドーズ量が１×１０１５ｃｍ－２以上３×１０１６ｃｍ－２未
満のものがよい。透明を確保して、かつ照射光のエネルギーで分離できる範囲であるから
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である。
【０１４１】
　また、半導体接合基板は、半導体層が薄い場合、例えば半導体層の厚みが２００μｍ以
下の場合に有効に利用できる。半導体層が薄いと、分離して自立させると割れやすいから
である。半導体接合基板における半導体層の厚さは１４０μｍ以下が好ましく、９０μｍ
以下がより好ましく、５０μｍ以下がさらに好ましい。半導体層は、好ましくは１μｍ以
上であり、この厚さであれば半導体層として機能させることができる。
半導体接合基板は、加熱処理することができない基板や回路に対しても、接合させて、そ
の後、種基板を分離することができる。例えば、室温でこの接合基板を電子回路が形成さ
れている回路基板にはんだを用いて接合し、その後、光を照射して種基板を分離し、薄い
半導体層を回路基板に貼り付けた状態にすることができる。半導体層が、ダイヤモンド層
の場合は、その上に、ベアのＧａＮチップ（レーザーダイオードチップ）を接合し、レー
ザーダイオードのヒートシンクを構成することができる。半導体層が、ＧａＮ層の場合は
、内部に発光ダイオード（ＬＥＤ）やレーザーダイオード（ＬＤ）を組み込んだものをマ
ウントし、ハイブリッドデバイスを構成することができる。
【０１４２】
　［実施の形態７］
　＜半導体基板の製造方法＞
　図７（Ａ）～図７（Ｄ）は、本発明の実施形態に係る半導体基板の製造方法を模式的に
示す図である。図８は、本発明の実施形態に係る半導体基板の製造方法を示すフローチャ
ートである。
【０１４３】
　本発明の実施形態に係る半導体基板の製造方法は、半導体材料を含む種基板を準備する
工程（図７（Ａ）および図８の基板準備工程（Ｓ４１）で示される。）と、前記種基板に
イオン注入を行うことにより、前記種基板の主面の表面から一定深さに、イオン注入層を
形成する工程（図７（Ｂ）および図８のイオン注入層形成工程（Ｓ４２）で示される。）
と、前記種基板の主面の表面から光を照射することにより、前記種基板の一部を含む半導
体基板を分離する工程（図７（Ｃ－１）、（Ｃ－２）、（Ｄ）および図８の半導体分離工
程（Ｓ４３）で示される。）とを含む。
【０１４４】
　実施の形態７に係る半導体基板の製造方法は、実施の形態１の半導体基板の製造方法に
おける半導体層成長工程（Ｓ３）を含まない点以外は、実施の形態１と同様の工程を含む
。
【実施例１】
【０１４５】
　以下、実施例を挙げて本発明の実施形態をさらに具体的に説明するが、本発明の実施形
態はこれらに限定されるものではない。
【０１４６】
　実施例１では、実施の形態１に係る半導体基板の製造方法について検討した。
［試料１－１、１－２］
　（種基板の準備）
　はじめに、サイズ６ｍｍ×６ｍｍで厚さが１ｍｍの高温高圧合成ＩＩａ型単結晶ダイヤ
モンド基板からなる種基板１を準備した。前記種基板１の表面を機械研磨した後、反応性
イオンエッチングによって、種基板１の表面を１μｍ～２μｍの厚さでエッチングした。
【０１４７】
　（イオン注入層の形成）
　次に、前記種基板１の主面から水素イオンを注入して、イオン注入層２を形成した。注
入エネルギーは２００ｋｅＶ、ドーズ量は１×１０１５個/ｃｍ２（試料１－１）および
１×１０１６個/ｃｍ２（試料１－２）であった。イオン注入層２の種基板１の主面の表
面からの深さは約０．３４μｍであり、厚さは約０．０６μｍであった。
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【０１４８】
　目視にて、イオン注入層２の光透過性を確認した。いずれの試料も透明であり、種基板
１の光透過率と、イオン注入層２の光透過率との差は明確に確認できなかった。
【０１４９】
　（ダイヤモンド層の形成）
　次に、イオン注入層２を形成した種基板１を、イオン注入を行った面が露出するように
マイクロ波プラズマＣＶＤ装置の真空チャンバ内に配置した。そして、種基板１を８００
℃の温度に加熱し、真空チャンバ内の圧力を１３．３ｋＰａとした後、真空チャンバ内に
水素ガス、メタンガス、窒素ガスを導入してマイクロ波プラズマＣＶＤ法を行い、種基板
１上に５００μｍの厚みの単結晶ダイヤモンド層からなる半導体層３を形成した。この時
の各ガスの配合割合（体積％）は水素ガス：メタンガス：窒素ガス＝９２：８：０．００
５とした。
【０１５０】
　試料１－１および試料１－２のサンプルにおいて、種基板１の光透過率（Ｔ１）、イオ
ン注入層２の光透過率（Ｔ２）およびダイヤモンド層（半導体層３）の光透過率（Ｔ３）
を一般的な紫外可視近赤外領域の分光光度計で測定した。いずれの試料も、波長８００ｎ
ｍの光の基板の光透過率（Ｔ１）とイオン注入層の光透過率（Ｔ２）との比（Ｔ２／Ｔ１
）は９９％以上であった。波長８００ｎｍの光のイオン注入層の光透過率（Ｔ２）および
ダイヤモンド層の光透過率（Ｔ３）との比（Ｔ２／Ｔ３）は９９％以上であった。
【０１５１】
　（半導体基板の分離）
　次に、ダイヤモンド層（半導体層３）の主面の表面から、波長１．０６μｍのＹＡＧレ
ーザー光を照射した。レーザー光はパルス間隔４０μｓｅｃ、パルス幅１０ｎｓｅｃ、主
面表面で直径３０μｍになるように集光して照射した。この時、レーザー光の焦点は、イ
オン注入層内部に位置していた。レーザー光の走査速度は２５ｍｍ／秒とした。レーザー
光のパルスエネルギー（Ａ）を０．０１ｍＪ以上１０ｍＪ以下の範囲で選択した。ダイヤ
モンド層（半導体層３）の主面表面におけるパルス当たりの照射フルエンスは１４１０ｍ
Ｊ／ｍｍ２であった。レーザー光の照射は、室温空気中（２５℃）、冷却空気中（－５℃
）、純水中（２５℃）、市販のエンジンオイル中（２５℃）のいずれかを選択した。この
結果、種基板１ｂと、ダイヤモンド層（半導体層３）および種基板１ａを含む半導体基板
５とが分離した。室温空気中での分離に要した時間は、試料１－１は１１分、試料１－２
は７分であった。
【０１５２】
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【表１】

【０１５３】
　（評価）
　得られた種基板１ｂならびに、種基板１ａおよびダイヤモンド層（半導体層３）を含む
半導体基板５について、以下の基準で評価を行った。
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【０１５４】
　Ａ：種基板１ａ、１ｂおよびダイヤモンド層（半導体層３）のいずれにも通常の光学顕
微鏡の２０倍で観察して、クラックが発生せず、かつ、分離面の表面粗さ（Ｒａ）が、Ｒ
ａ≦１μｍであった。
【０１５５】
　Ｂ：基板１ａ、１ｂおよびダイヤモンド層（半導体層３）のいずれにもクラックが発生
せず、かつ、分離面の表面粗さ（Ｒａ）が、１μｍ＜Ｒａ＜１０μｍであった。
【０１５６】
　Ｃ：基板１ａ、１ｂおよびダイヤモンド層（半導体層３）の少なくともいずれかにクラ
ックが発生した、または、分離面の表面粗さ（Ｒａ）が、Ｒａ≧１０μｍであった。
【０１５７】
　クラックの発生は通常の光学顕微鏡の２０倍にて観察した。表面粗さは白色干渉法原理
を用いた光学顕微鏡の３次元プロファイラ（機種名：ＮＥＷ　ＶＩＥＷ２００、ＺＹＧＯ
社製）にて測定した。
【０１５８】
　（結果）
　レーザー照射を室温空気中で行ったものはＢ判定、冷却空気中、純水中およびオイル中
で行ったものはＡ判定であった。結果をまとめて表２に示す。
【０１５９】
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【表２】

【０１６０】
　Ａ判定のサンプルの分離した表面をＳＩＭＳで観察すると、バルク中よりも明らかに多
い量の水素元素が確認できた。Ｂ判定のサンプルの分離した表面をＳＩＭＳで観察すると
、バルク中よりも明らかに多い量の水素元素が確認でき、かつ、さらに表面をＸＰＳ分析
すると、ｓｐ３結合の炭素元素だけでなく、ｓｐ２結合の炭素元素が確認できた。
【０１６１】
　試料１－１、試料１－２と同じ条件の試料を、レーザー光の照射条件について、パルス
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幅を０．０２ｐｓｅｃ、１ｐｓｅｃ、１０ｐｓｅｃ、パルス間隔はいずれも１ｍｓｅｃ（
繰り返し周波数１ｋＨｚ）で行い、それぞれパルスエネルギーは、０．０１μＪ、０．０
３μＪ、０．０６μＪで、室温純水中で行った。判定は、試料１－１および試料１－２と
もに同じ結果であり、０．０２ｐｓｅｃの条件と１ｐｓｅｃの条件は、前述の評価判定で
Ｃ判定であり、１０ｐｓｅｃの条件はＢ判定であった。結合を切るエネルギーが高くＡ判
定は難しかったが、かかるレーザー光の照射条件であっても、ダイヤモンド層を種基板か
ら分離することができた。
【０１６２】
　［試料２～試料３５］
　試料２～試料３５では、イオン注入の注入イオンの種類、イオン注入層のドーズ量、レ
ーザー光照射条件を表１および表２に示す条件とした以外は、試料１－１と同様の方法を
用いて半導体基板５と種基板１ｂとを分離した。なお、試料１１、２５、３２は、レーザ
ー光照射をダイヤモンド層（半導体層３）の主面側からではなく、種基板１の主面側から
行った。室温空気中での分離に要した時間を表１に示す。
【０１６３】
　得られた種基板１ｂならびに、種基板１ａおよびダイヤモンド層（半導体層３）を含む
半導体基板５について、試料１－１と同様の基準で評価した。
【０１６４】
　レーザー照射を室温空気中で行ったものはＢ判定またはＣ判定であり、冷却空気中、水
溶液中およびオイル中で行ったものは、試料１９の冷却空気中で行なったものを除いて、
Ａ判定またはＢ判定であった。結果をまとめて表２に示す。
【０１６５】
　Ａ判定のサンプルの分離した表面をＳＩＭＳで観察すると、炭素イオンを注入した場合
を除いて、バルク中よりも明らかに多い量の注入元素が確認できた。Ｂ判定のサンプルの
分離表面でもＳＩＭＳで、炭素イオンを注入した場合を除いて、バルク中よりも多い量の
注入元素が確認でき、かつ、さらに表面をＸＰＳ分析すると、炭素イオンを注入した場合
も含めて、ｓｐ３結合の炭素元素だけでなく、ｓｐ２結合の炭素元素が確認できた。Ｃ判
定のサンプルの分離表面では、ＳＩＭＳでバルク中よりも多い量の注入元素が確認でき、
かつ、ＸＰＳ分析でｓｐ２結合状態の炭素元素が存在し、それが少なくとも一つの直径３
０μｍ以上の略円形の模様を形成していることが確認できた。また、表面粗さを３次元プ
ロファイラーで評価して、略円形の模様部分が窪んでいることが確認できた。それらいず
れの略円形の模様について、少なくとも２つ以上確認できた場合は、線状に並んでいた。
その線方向は分離の際のレーザーの走査方向と一致した。本願明細書でいう略円形の模様
とは、完全な円を意味するものではなく、少なくとも輪郭が完全な円の１／５以上の弧を
持っているものを指している。円は正円だけでなく、楕円形状も含んでいる。
【実施例２】
【０１６６】
　実施例２では、実施の形態１に係る半導体基板の製造方法について検討した。
　［試料３６］
　（種基板の準備、イオン注入層の形成、ダイヤモンド層の形成）
　試料１－１と同様の種基板１を準備し、試料１－１と同様の方法でイオン注入層２およ
びダイヤモンド層（半導体層３）を形成した。試料３６のサンプルにおいて、種基板１の
光透過率（Ｔ１）、イオン注入層２の光透過率（Ｔ２）およびダイヤモンド層（半導体層
３）の光透過率（Ｔ３）を一般的な紫外可視近赤外領域の分光光度計で測定した。波長８
００ｎｍの光の基板の光透過率（Ｔ１）とイオン注入層の光透過率（Ｔ２）との比（Ｔ２
／Ｔ１）は９９％以上であった。波長８００ｎｍの光のイオン注入層の光透過率（Ｔ２）
およびダイヤモンド層の光透過率（Ｔ３）との比（Ｔ２／Ｔ３）は９９％以上であった。
【０１６７】
　（ダイヤモンド層の分離）
　次に、ダイヤモンド層（半導体層３）の主面の表面から、フラッシュランプ光を照射し
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た。フラッシュランプ光は、キセノンのフラッシュランプ５ｍｍ径に集光して用い、波長
５００ｎｍ未満および１．２５μｍを超える光をカットして、波長５００ｎｍ以上１．２
５μｍ以下の光を選択的に用いた。フラッシュランプ光はパルス間隔８ｍｓｅｃ、パルス
幅１μｓｅｃ、主面表面で直径１ｍｍになるように物理的にカットし、さらに０．１ｍｍ
に集光して照射した。この時、フラッシュランプ光の焦点は、イオン注入層２内部に位置
していた。フラッシュランプ光の走査速度（実際はサンプルが移動）は１０ｍｍ／秒とし
た。フラッシュランプ光のパルス出力（Ａ）を３ｍＪより大きく３０ｍＪ未満の範囲で変
化させた。すなわち、ダイヤモンド層（半導体層３）の主面表面におけるパルス幅１ｍｓ
ｅｃ当たりの放射フルエンスは１９００ｍＪ／ｍｍ２であった。フラッシュランプ光の照
射は、室温空気中（２５℃）、冷却空気中（－５℃）、純水中（２５℃）、市販のエンジ
ンオイル中（２５℃）のいずれかを選択した。種基板１ｂと、ダイヤモンド層（半導体層
３）および種基板１ａを含む半導体基板５とが分離した。室温空気中での分離に要した時
間は、１４分であった。
【０１６８】
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【表３】

【０１６９】
　（評価）
　得られた種基板１ｂならびに、種基板１ａおよびダイヤモンド層（半導体層３）を含む
半導体基板５について、実施例１と同様の基準で評価した。
【０１７０】
　（結果）
　フラッシュランプ光照射を室温空気中で行ったものはＢ判定、冷却空気中、純水中およ
びオイル中で行ったものはＡ判定であった。結果を表４に示す。
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【０１７１】
【表４】

【０１７２】
　Ａ判定のサンプルの分離表面をＳＩＭＳで観察すると、バルク中よりも明らかに多い量
の水素元素が確認できた。Ｂ判定のサンプルの分離した表面をＳＩＭＳで観察すると、バ
ルク中よりも明らかに多い量の水素元素が確認でき、かつ、さらに表面をＸＰＳ分析する
と、ｓｐ３結合の炭素元素だけでなく、ｓｐ２結合の炭素元素が確認できた。
【０１７３】
　［試料３７～試料４９］
　（試料の作製）
　試料３７～試料４９では、イオン注入の注入イオンの種類、イオン注入層のドーズ量、
フラッシュランプ光照射条件を表３に示す条件とした以外は、試料３６と同様の方法を用
いて半導体基板５と種基板１ｂとを分離した。室温空気中での分離に要した時間を表３に
示す。
【０１７４】
　（評価）
　得られた基板およびダイヤモンド層について、実施例１と同様の基準で評価した。結果
を表４にまとめて示す。
【０１７５】
　（結果）
　フラッシュランプ光照射を室温空気中で行ったものはＢ判定またはＣ判定であり、冷却
空気中および純水中で行ったものは、Ａ判定またはＢ判定であり、オイル中で行ったもの
はＡ判定であった。
【０１７６】
　Ａ判定のサンプルの分離した表面をＳＩＭＳで観察すると、炭素イオンを注入した場合
を除いて、バルク中よりも多い量の注入元素が確認できた。Ｂ判定のサンプルの分離表面
でもＳＩＭＳで、炭素イオンを注入した場合を除いて、バルク中よりも多い量の注入元素
が確認でき、かつ、さらに表面をＸＰＳ分析で、ｓｐ３結合の炭素元素だけでなく、ｓｐ
２結合の炭素元素が確認できた。Ｃ判定のサンプルの分離表面では、ＳＩＭＳでバルク中
よりも多い量の注入元素が確認でき、かつ、ＸＰＳ分析でｓｐ２結合状態の炭素元素が存
在し、それが少なくとも一つの直径３０μｍ以上の略円形の模様として確認できた。また
、表面粗さを３次元プロファイラーで評価して、略円形の模様部分が窪んでいることが確
認できた。それらいずれの略円形の模様について、少なくとも２つ以上確認できた場合は
、線状に並んでいた。その線方向は分割の際のレーザーの走査方向と一致した。
【実施例３】
【０１７７】
　実施例３では、実施の形態１に係る半導体基板の製造方法について検討した。
［試料１０１－１、１０１－２、２０１－１、２０１－２、３０１－１、３０１－２、４
０１－１、４０１－２］
　（種基板の準備）
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　はじめに、サイズ２０ｍｍ×２０ｍｍで厚さが２ｍｍの窒化ガリウム基板（試料１０１
－１、１０１－２）、窒化アルミニウム基板（試料２０１－１、２０１－２）、セレン化
亜鉛基板（試料３０１－１、３０１－２）、炭化シリコン基板（試料４０１－１、４０１
－２）の各半導体基板からなる種基板１を準備した。前記種基板１の表面を機械研磨した
後、それぞれの種基板１に合った熱もしくはプラズマもしくは化学処理によって、種基板
１の表面を３～５μｍの厚さでエッチングした。
【０１７８】
　（イオン注入層の形成）
　次に、前記種基板１の主面から水素イオンを注入して、イオン注入層２を形成した。注
入エネルギーは２００ｋｅＶ、ドーズ量は７×１０１５個/ｃｍ２（試料１０１－１，２
０１－１，３０１－１，４０１－１）または７×１０１６個/ｃｍ２［試料１０１－２，
２０１－２，３０１－２，４０１－２）であった。イオン注入層２の基板の主面の表面か
らの深さは、ほぼ正確にシミュレーション可能であり、それぞれ１μｍ以下であり、厚さ
は０．５μｍ以下であった。
【０１７９】
　（半導体層の形成）
　次に、イオン注入層２を形成した種基板１のイオン注入を行った面上に半導体層３を成
長させた。半導体層３の形成について、半導体層３の種類ごと以下に記述する。
【０１８０】
　半導体層３が窒化ガリウム層である場合は、窒化ガリウム層はＭＯＣＶＤ法で成長させ
た。まず、（０００１）面を主面とする窒化ガリウムからなる種基板１を炉内に設置し、
炉内の種基板１の温度を１０３０℃に加熱した上で、トリメチルガリウムとアンモニアガ
ス、およびキャリアガスとして水素ガスを導入し、種基板１の主面上に窒化ガリウム層（
半導体層３）をエピタキシャル成長させた。トリメチルガリウムガス：アンモニアガスの
混合比は体積比で１：２０００とした。その結果、窒化ガリウム基板からなる種基板１上
に窒化ガリウム層（半導体層３）を０．８ｍｍの厚さでエピタキシャル成長させることが
できた。
【０１８１】
　半導体層３が窒化アルミニウム層である場合は、窒化アルミニウム層は昇華法で成長さ
せた。まず、（０００１）面を主面とする窒化アルミニウムからなる種基板１を炉内に設
置し、炉内の種基板１の温度を２０００℃に保持した上に、窒化アルミニウム原料を２３
８０℃で昇華させ、種基板１の主面上に窒化アルミニウム層（半導体層３）を１ｍｍ厚さ
でエピタキシャル成長させた。
【０１８２】
　半導体層３がセレン化亜鉛である場合は、セレン化亜鉛層は昇華法で合成させた。まず
、（１１１）面を主面とするセレン化亜鉛からなる種基板１を炉内に設置し、炉内の種基
板１の温度を１１００℃に保持した上に、多結晶セレン化亜鉛原料を約１１３０℃で分解
して得られたセレンと亜鉛を、不活性ガスをキャリアガスとして装置内に導入し、種基板
１の主面上にセレン化亜鉛層３をエピタキシャル成長させた。
【０１８３】
　半導体層３が炭化シリコンである場合は、常圧横型コールドウォールＣＶＤ装置を用い
て炭化シリコン層を成長させた。まず、４Ｃ-ＳｉＣ基板の（０００１）面から２°オフ
した種基板１を炉内に設置し、炉内の種基板１の温度を高周波加熱で１５００℃に設定し
た。モノシランガスとプロパンガス、およびキャリアガスとして水素ガスを導入し、種基
板１の主面上に炭化珪素層３をエピタキシャル成長させた。モノシランガス：プロパンガ
スの混合比は体積比で１．５：１とした。
【０１８４】
　種基板１の光透過率（Ｔ１）、イオン注入層２の光透過率（Ｔ２）および各半導体層３
の光透過率（Ｔ３）を一般的な紫外可視近赤外領域の分光光度計で測定した。波長８００
ｎｍの光の種基板１の光透過率（Ｔ１）とイオン注入層２の光透過率（Ｔ２）との比（Ｔ
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２／Ｔ１）は、いずれも９０％を超えていた。波長８００ｎｍの光のイオン注入層の光透
過率（Ｔ２）および半導体層の光透過率（Ｔ３）との比（Ｔ２／Ｔ３）は、いずれも９０
％を超えていた。
【０１８５】
　（半導体基板の分離）
　次に、半導体層３の主面の表面から、波長１．０６μｍのＹＡＧレーザー光を照射した
。レーザー光はパルス間隔４０μｓｅｃ、パルス幅１０ｎｓｅｃ、主面表面で直径３０μ
ｍになるように集光して照射した。この時、レーザー光の焦点は、光吸収層内部に位置し
ていた。レーザー光の走査速度は２５ｍｍ／秒とした。レーザー光のパルスエネルギー（
Ａ）を０．０１ｍＪ以上１０ｍＪ以下の範囲で選択した。すなわち、半導体層の主面表面
におけるパルス当たりの照射フルエンスは１４１０ｍＪ／ｍｍ２であった。レーザー光の
照射は、室温空気中（２５℃）、冷却空気中（－５℃）、純水中（２５℃）、市販のエン
ジンオイル中（２５℃）のいずれかを選択した。この結果、基板と半導体層とが分離した
。
【０１８６】
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【表５】

【０１８７】
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【表６】

【０１８８】
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【表７】

【０１８９】
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【表８】

【０１９０】
　（評価）
　得られた種基板１ｂならびに、種基板１ａおよび半導体層３を含む半導体基板５につい
て、実施例１と同様の基準で評価を行った。
【０１９１】
　（結果）
　半導体層３が窒化ガリウムである試料１０１－１および１０１－２は、レーザー照射を
室温空気中で行ったものはＢ判定、冷却空気中、純水中およびオイル中で行ったものはＡ
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判定であった。
【０１９２】
　半導体層３が窒化アルミニウムである試料２０１－１および２０１－２は、レーザー照
射を室温空気中で行ったものはＢ判定、冷却空気中、純水中およびオイル中で行ったもの
はＡ判定であった。
【０１９３】
　半導体層３がセレン化亜鉛である試料３０１－１および３０１－２は、レーザー照射を
室温空気中で行ったものはＣ判定、冷却空気中で行ったものはＢ判定、純水中およびオイ
ル中で行ったものはＡ判定であった。
【０１９４】
　半導体層３が炭化シリコンである試料４０１－１および４０１－２は、レーザー照射を
室温空気中で行ったものはＢ判定、冷却空気中、純水中およびオイル中で行ったものはＡ
判定であった。
【０１９５】
　結果をまとめて表９～１２に示す。
【０１９６】
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【表９】

【０１９７】
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【表１０】

【０１９８】
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【表１１】

【０１９９】
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【表１２】

【０２００】
　Ａ判定のサンプルの分離した表面をＳＩＭＳで観察すると、バルク中よりも明らかに多
い量の水素元素が確認できた。Ｂ判定のサンプルの分離表面ではＳＩＭＳで観察して、バ
ルク中よりも多い量の水素元素が確認でき、かつ、さらに表面をＸＰＳ分析すると、半導
体基板中とは異なる結合状態の主元素の存在を確認できた。具体的には、ＧａＮ基板の場
合はＧａ元素、ＡｌＮ基板の場合はＡｌ元素、ＺｎＳｅの場合はＺｎ元素、ＳｉＣ基板の
場合はＳｉ元素について、それぞれ基板中とは異なる結合状態で確認できた。Ｃ判定のサ
ンプルの分離表面では、ＳＩＭＳでバルク中よりも多い量の水素元素が確認でき、かつ、
ＸＰＳ分析で半導体基板中とは異なる結合状態の主元素が確認でき、かつ表面粗さを３次
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元プロファイラーで評価して、直径３０μｍ以上の窪みが略円形の模様になっていること
も確認できた。
【０２０１】
　試料１０１－１、試料１０１－２、試料２０１－１、試料２０１－２、試料３０１－１
、試料３０１－２、試料４０１－１、試料４０１－２と同じ条件の試料を、レーザー光の
照射条件について、パルス幅を０．０２ｐｓｅｃ、１ｐｓｅｃ、１０ｐｓｅｃ、パルス間
隔はいずれも１ｍｓｅｃ（繰り返し周波数１ｋＨｚ）で行い、それぞれパルスエネルギー
は、０．００８μＪ、０．０２μＪ、０．０５μＪで、室温純水中で行った。判定は、い
ずれの試料ともに同じ結果であり、０．０２ｐｓｅｃの条件と１ｐｓｅｃの条件は、前述
の評価判定でＣ判定であり、１０ｐｓｅｃの条件はＢ判定であった。結合を切るエネルギ
ーが高くＡ判定は難しかったが、かかるレーザー光の照射条件であっても、ダイヤモンド
層を種基板から分離することができた。
【０２０２】
　［試料１０２～試料１２０］
　試料１０２～試料１２０では、イオン注入の注入イオンの種類、イオン注入層のドーズ
量、レーザー光照射条件を表５に示す条件とした以外は、試料１０１－１と同様の方法を
用いて基板と半導体層とを分離した。なお、試料１１１は、レーザー光照射を半導体層の
主面側からではなく、基板の主面側から行った。
【０２０３】
　［試料２０２～試料２２０］
　（試料の作製）
　試料２０２～試料２２０では、イオン注入の注入イオンの種類、イオン注入層のドーズ
量、レーザー光照射条件を表６に示す条件とした以外は、試料２０１－１と同様の方法を
用いて基板と半導体層とを分離した。なお、試料２１１は、レーザー光照射を半導体層の
主面側からではなく、基板の主面側から行った。
【０２０４】
　［試料３０２～試料３２０］
　試料３０２～試料３２０では、イオン注入の注入イオンの種類、イオン注入層のドーズ
量、レーザー光照射条件を表７に示す条件とした以外は、試料３０１－１と同様の方法を
用いて基板と半導体層とを分離した。なお、試料３１１は、レーザー光照射を半導体層の
主面側からではなく、基板の主面側から行った。
【０２０５】
　［試料１０２～試料１２０］
　試料４０２～試料４２０では、イオン注入の注入イオンの種類、イオン注入層のドーズ
量、レーザー光照射条件を表８に示す条件とした以外は、試料４０１－１と同様の方法を
用いて基板と半導体層とを分離した。なお、試料４１１は、レーザー光照射を半導体層の
主面側からではなく、基板の主面側から行った。
【０２０６】
　（評価）
　得られた種基板１ｂならびに、種基板１ａおよび半導体層３を含む半導体基板５につい
て、実施例１と同様の基準で評価を行った。
【０２０７】
　（結果）
　半導体層３が窒化ガリウムである試料１０２～１２０は、レーザー照射を室温空気中ま
たは冷却空気中で行ったものはＡ判定またはＢ判定、純水中およびオイル中で行ったもの
はＡ判定であった。
【０２０８】
　半導体層３が窒化アルミニウムである試料２０２～２２０は、レーザー照射を室温空気
中または冷却空気中で行ったものはＡ判定またはＢ判定、純水中およびオイル中で行った
ものはＡ判定であった。
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【０２０９】
　半導体層３がセレン化亜鉛である試料３０２～３２０は、レーザー照射を室温空気中で
行ったものはＢ判定またはＣ判定、冷却空気中で行ったものはＡ判定またはＢ判定、純水
中およびオイル中で行ったものはＡ判定であった。
【０２１０】
　半導体層３が炭化シリコンである試料４０２～４２０は、レーザー照射を室温空気中で
行ったものはＡ判定またはＢ判定、冷却空気中、純水中およびオイル中で行ったものはＡ
判定であった。
【０２１１】
　Ａ判定のサンプルの分離した表面をＳＩＭＳで観察すると、バルク中よりも明らかに多
い量の注入元素が確認できた。Ｂ判定のサンプルの分離表面ではＳＩＭＳで観察して、バ
ルク中よりも多い量の注入元素が確認でき、かつ、さらに表面をＸＰＳ分析すると、半導
体基板中とは異なる結合状態の主元素の存在を確認できた。具体的には、ＧａＮ基板の場
合はＧａ元素、ＡｌＮ基板の場合はＡｌ元素、ＺｎＳｅの場合はＺｎ元素、ＳｉＣ基板の
場合はＳｉ元素について、それぞれ基板中とは異なる結合状態で確認できた。Ｃ判定のサ
ンプルの分離表面では、ＳＩＭＳでバルク中よりも多い量の注入元素が確認でき、かつ、
ＸＰＳ分析で半導体基板中とは異なる結合状態の主元素が確認でき、かつ表面粗さを３次
元プロファイラーで評価して、直径３０μｍ以上の窪みが略円形の模様になっていること
も確認できた。
【実施例４】
【０２１２】
　実施例４では、実施の形態４に係る半導体基板の製造方法について検討した。具体的に
は、本実施例では、実施例３の試料１０１～１２０の製造工程において、半導体層を形成
する代わりに、種基板へのイオン注入後に、ＳｉＯ２からなる第１の基板３５を種基板３
１に貼り合わせる以外は、実施例３と同様の方法を用いて複合半導体基板３６と種基板３
１ｂとを分離した。分離面に関する評価は、一部において、表面の荒れは若干大きくなっ
たものの、ほぼ実施例３の表９と一致する傾向を示した。
【０２１３】
　複合半導体基板３６において、ＳｉＯ２からなる第１の基板３５は０．３ｍｍ以上の厚
さを容易に形成できるので、半導体基板が薄くても、割れることがなく、持ち運びが容易
な基板とすることができた。
【実施例５】
【０２１４】
　実施例５では、実施の形態４に係る半導体基板の製造方法について検討した。具体的に
は、本実施例では、実施例１の試料１～試料３５の製造工程において、ダイヤモンド層を
形成する代わりに、種基板へのイオン注入後に、ＳｉＯ２からなる第１の基板３５を種基
板３１に貼り合わせる以外は、実施例１と同様の方法を用いて複合半導体基板３６と種基
板３１ｂとを分離した。分離面に関する評価は、一部において、表面の荒れは若干大きく
なったものの、ほぼ実施例１の表２と一致する傾向を示した。
【０２１５】
　複合半導体基板３６において、ＳｉＯ２からなる第１の基板３５は０．３ｍｍ以上の厚
さを容易に形成できるので、半導体基板が薄くても、割れることがなく、持ち運びが容易
な基板とすることができた。
【実施例６】
【０２１６】
　実施例６では、実施の形態６の半導体接合基板を以下のようにして作製した。実施例１
で用いた試料１－１と試料１－２と同じ製法で、種基板を準備し、イオン注入層を形成し
て、その後、ダイヤモンド層（半導体層）を形成した。次に、半導体基板の分離を行わず
、成長面をＲａが０．１μｍ以下となるように平坦に研磨し、半導体接合基板を得た。な
お、Ｒａが１μｍ以下の場合は、研磨は必要ない。この時、試料１－１と同じ条件で作製
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半導体層の厚さが５０μｍであった。この適切な条件のイオン注入層が設けられ、平坦に
加工した基板が、半導体接合基板である。この半導体接合基板を電子回路が形成されてい
る回路基板（半導体のベアの基板）にＡｕＳｎはんだを用いて接合した。その後、実施例
１にあるような、冷却空気中で、レーザー光を照射して種基板から分離し、薄いダイヤモ
ンド層を回路基板に貼り付けた。その後、薄いダイヤモンド層の上に、ベアのＧａＮチッ
プ（レーザーダイオードチップ）を薄いＳｎを介して室温で、超音波振動を利用した摩擦
の原理で貼り付けた後、レーザーダイオードに配線し、動作させた。ダイヤモンド層の有
無によるレーザーダイオードの出力を比較すると、ダイヤモンド層がある場合の方が２０
～３０％アップの大きな出力を出すことができた。
【実施例７】
【０２１７】
　実施例７では、実施の形態６の半導体接合基板は以下のようにして作製した。実施例３
で用いた試料１０１－１と試料１０１－２と同じ製法で、種基板を準備し、イオン注入層
を形成して、その後、ダイヤモンド層（半導体層）を形成した。次に、半導体基板の分離
を行わず、半導体基板としての平坦化処理を行い、半導体接合基板を得た。この半導体接
合基板上に、必要なエピ層を形成したりして、ＬＥＤ素子を作製し、その上にキャップ層
としてＳｉＯ２を形成し、その面をＲａが１０ｎｍ以下に平坦に研磨した。ここまでは２
インチウェハ上で行った。この後３ｍｍ角に切り出し、このＬＥＤ付の半導体接合基板を
、平坦なＳｉＯ２層が設けられている回路基板（Ｓｉ半導体のベアの基板）に貼り合わせ
て接合した。その後、実施例１と同様に、冷却空気中で、レーザー光を照射して種基板か
ら分離し、薄い半導体層だけが載った回路基板を作製した。その後、レーザーダイオード
に配線したところ、動作させることができた。本実施例においては、ハイブリッド型の電
子回路を作製できた。
【０２１８】
　今回開示された実施形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものではな
いと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって
示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【産業上の利用可能性】
【０２１９】
　本発明の半導体基板および複合半導体基板は、切削工具、研削工具、耐摩工具などの工
具の他、光学部品、半導体、電子部品などの各種製品、青色ＬＥＤ、白色ＬＥＤ用の基板
や高効率のスイッチングデバイスなどの基板、電力制御用あるいは車載の高効率パワーデ
バイス用の基板、光学用の基板や光学用のレンズなどに用いると有益である。
【符号の説明】
【０２２０】
　１，２１，３１，４１　種基板、１ａ，１ｂ，２１ａ，２１ｂ，３１ａ，３１ｂ，４１
ａ，４１ｂ　種基板の一部、２，２２，３２　イオン注入層、３，２３　半導体層、４，
２４，３４，４４　光、５　半導体基板、２５，３５　第１の基板、２６，３６　複合半
導体基板。
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